
は
じ
め
に

本
稿
は
、
明
治
六
・
七
年
の
太
政
官
正
院
歴
史
課
に
よ
る
「
府
県
史
」
編
纂
費

用
の
獲
得
過
程
を
考
察
す
る
。
太
政
官
正
院
地
誌
課
が
進
め
た
「
皇
国
地
誌
」
と

の
編
纂
経
費
・
編
纂
内
容
を
め
ぐ
る
関
係
に
着
目
し
、「
皇
国
地
誌
」
に
先
駆
け

て
「
府
県
史
」
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
経
緯
を
追
う
。

明
治
初
年
の
政
府
の
修
史
事
業
は
、「
復
古
記
」
を
中
心
と
し
た
同
時
代
史
編

纂
を
主
眼
と
し
て
開
始
さ
れ
た
（
１
）
。
そ
の
編
纂
計
画
の
骨
子
は
、
明
治
六
年
十
一
月

の
「
歴
史
課
事
務
章
程
（
２
）
」
の
時
点
で
定
め
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
本
院
ノ
正
史
」・「
本
史
」
た
る
「
復
古
記
」
編
纂
、『
六
国
史
』
に
続
く
時
期
を

対
象
に
「
順
次
其
上
ニ
遡
リ
」
行
う
正
史
編
纂
、
そ
し
て
後
年
『
明
治
史
要
』
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
「
将
来
ニ
就
キ
本
院
記
録
ノ
文
書
府
県
ノ
記
載
等
ニ
拠
リ
陸
続

編
次
」、
こ
の
三
点
に
よ
り
「
上
下
国
史
ヲ
一
定
ス
ヘ
シ
」
と
宣
言
さ
れ
た
。

本
稿
が
扱
う
「
府
県
史
」
は
、「
歴
史
課
事
務
章
程
」
に
お
い
て
、「
廃
藩
置
県

以
来
」
の
「
土
地
ノ
分
合
」「
民
俗
ノ
趨
舎
」
や
「
官
員
設
置
」「
貫
属
禄
制
」
と

い
っ
た
各
府
県
の
「
沿
革
」
を
記
録
す
る
と
さ
れ
た
歴
史
編
纂
事
業
で
あ
る
。

「
府
県
史
」
の
編
纂
は
、
明
治
七
年
十
一
月
十
日
、
各
府
県
に
「
維
新
以
来
地
方

施
治
沿
革
」
の
「
歴
史
編
輯
」
を
命
じ
た
「
歴
史
編
輯
例
則
（
３
）
」
に
よ
り
開
始
さ
れ

た
。
同
時
代
史
を
記
録
す
る
志
向
は
歴
史
課
が
編
纂
す
る
「
復
古
記
」
な
ど
の
修

史
事
業
と
軌
を
一
に
す
る
が
、「
府
県
史
」
は
編
纂
を
各
府
県
が
担
当
し
、
そ
れ

ら
の
「
本
史
ノ
考
拠
ニ
備
フ
ヘ
シ
（
４
）
」
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。

府
県
に
命
じ
て
同
時
代
の
各
地
方
の
状
況
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
志
向
は
、
太

政
官
正
院
地
誌
課
が
推
進
す
る
地
誌
編
纂
事
業
で
あ
る
「
皇
国
地
誌
」
と
共
通
す

る
。「
皇
国
地
誌
」
は
、
各
府
県
で
編
纂
さ
れ
た
郡
村
誌
を
基
礎
資
料
に
、
そ
の

総
体
で
あ
る
「
一
州
誌
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
地
誌
で
あ
る
。
明
治
八
年
六
月
の

「
皇
国
地
誌
編
輯
例
則
」
に
よ
り
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
が
、
集
積
さ
れ
た
資
料
の

編
纂
は
未
完
の
ま
ま
関
東
大
震
災
で
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
た
（
５
）
。

各
府
県
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
「
府
県
史
」
編
纂
は
明
治
十
九
年
に
未
完
の
ま

ま
中
止
さ
れ
、
大
正
三
年
に
内
閣
文
庫
に
移
管
さ
れ
た
際
「
府
県
史
料
」
と
総
称

太
政
官
正
院
歴
史
課
に
お
け
る
「
府
県
史
料
」
編
纂
事
業
の
開
始

―
―
「
皇
国
地
誌
」
と
の
関
係
を
中
心
に
―
―

佐

藤

大

悟

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
号

二
〇
一
六
年
三
月
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さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
各
地
で
の
編
纂
の
実
態
は
自
治
体
史
を
中
心
に
解
明
さ

れ
て
き
た
（
６
）
。
だ
が
「
皇
国
地
誌
」
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
課
が
「
府
県

史
」
の
編
纂
を
計
画
し
た
経
緯
も
、
本
格
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
府
県
史
」
編
纂
計
画
の
初
出
は
、
前
述
の
「
歴
史
課
事
務
章
程
」
の
「
近
日
建

議
ス
ル
モ
ノ
ニ
係
ル
」
と
の
語
句
か
ら
明
治
六
年
十
一
月
に
、
計
画
の
具
体
化
は

「
歴
史
編
輯
例
則
」
が
各
府
県
に
通
達
さ
れ
た
明
治
七
年
十
一
月
十
日
に
置
く
理

解
が
な
さ
れ
て
い
る
（
７
）
。
こ
の
間
約
一
年
の
差
は
、
明
治
六
年
五
月
五
日
の
皇
城
炎

上
の
影
響
が
想
定
さ
れ
た
こ
と
や
、「
府
県
史
」
の
体
裁
が
明
治
七
年
の
「
歴
史

編
輯
例
則
」
か
ら
明
治
八
・
九
年
に
修
史
局
が
頒
布
し
た
「
分
類
細
目
」
に
の
っ

と
り
変
更
さ
れ
た
こ
と
（
８
）
も
あ
っ
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
期
の
地
誌
編
纂
事
業
に
関
す
る
島
津
俊
之
氏
の
研
究
（
９
）
で

は
、
こ
の
明
治
六
年
十
一
月
か
ら
明
治
七
年
十
一
月
ま
で
の
一
年
間
に
、
地
誌
課

の
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
の
働
き
か
け
と
並
ん
で
、
歴
史
課
が
「
府
県
史
」
編
纂
計

画
の
進
展
を
試
み
て
い
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
（
１０
）
。
以
降
で
論
じ
る
よ
う
に
、

「
府
県
史
」
と
「
皇
国
地
誌
」
は
、
同
時
代
の
各
地
方
の
状
況
を
記
録
す
る
と
い

う
志
向
だ
け
で
な
く
、
編
纂
内
容
や
編
纂
経
費
の
面
で
強
く
連
関
し
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
両
者
の
関
係
性
を
問
う
た
め
に
も
、
明
治
六
年
か
ら
七
年
の
編
纂
事
業

の
初
発
の
経
緯
を
併
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

史
料
上
の
制
約
か
ら
、
従
来
は
「
太
政
官
沿
革
志
」
や
『
法
令
全
書
』
な
ど
の

公
に
さ
れ
た
文
書
が
立
論
の
軸
と
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
は
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
新

た
に
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
歴
史
課
の
史
料
や
、「
大
隈
文
書
」
所
収
の

歴
史
課
・
地
誌
課
の
上
申
文
書
を
使
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
の
伝
来
や
形
態
を

太
政
官
正
院
に
お
け
る
文
書
処
理
方
法
に
即
し
て
読
み
解
く
こ
と
で
、「
府
県

史
」
編
纂
事
業
が
開
始
さ
れ
た
経
緯
を
精
緻
化
で
き
る
。「
府
県
史
」
編
纂
事
業

が
「
皇
国
地
誌
」
と
内
容
や
経
費
を
め
ぐ
り
進
展
す
る
過
程
か
ら
、
従
来
顧
み
ら

れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
「
府
県
史
」
と
「
皇
国
地
誌
」
の
連
関
性
を
指
摘
し
た

い
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
と
地
誌
と
い
う
対
比
に
加
え
て
、
経
緯
や
過
程
と
い
っ
た

「
沿
革
」
の
記
録
を
目
指
し
た
「
府
県
史
」
が
、
同
時
代
的
な
歴
史
編
纂
に
有
し

た
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。

第
一
節

太
政
官
制
潤
飾
後
の
「
皇
国
地
誌
」「
府
県
史
」「
藩
史
」
編

纂
計
画

（
一
）
歴
史
・
地
誌
編
纂
事
業
の
再
開

明
治
六
年
五
月
二
日
、
正
院
の
権
限
強
化
を
目
的
と
し
た
太
政
官
制
潤
飾
に
よ

り
、
歴
史
課
・
地
誌
課
は
太
政
官
正
院
外
史
か
ら
内
史
に
移
管
さ
れ
、
各
々
「
国

史
ヲ
編
輯
」「
地
誌
地
図
ヲ
編
輯
」
を
管
掌
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
１１
）
。
と
こ
ろ

が
直
後
の
同
月
五
日
の
皇
城
火
災
に
よ
り
、
歴
史
課
の
収
集
史
料
と
編
纂
途
中
の

「
復
古
記
」
稿
本
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
歴
史
課
は
八
日
の
旧
大

名
華
族
へ
の
「
家
記
」
提
出
命
令
を
皮
切
り
に
新
た
な
史
料
収
集
、
歴
史
編
纂
を

再
開
し
た
（
１２
）
。

歴
史
課
と
同
様
に
書
籍
類
を
焼
失
し
た
地
誌
課
も
、
同
八
日
に
地
誌
関
係
の
書

籍
目
録
提
出
を
各
省
・
使
府
県
に
命
じ
、
地
誌
編
纂
事
業
を
再
開
し
た
。
地
誌
課

は
、
既
に
明
治
五
年
九
月
の
設
置
時
に
各
府
県
に
向
け
て
、
陸
軍
省
の
「
全
国
地

理
図
誌
」
編
纂
を
引
き
継
ぎ
地
誌
課
が
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
事
業
を
管
轄
す
る
こ

と
や
、
各
府
県
が
地
誌
に
関
す
る
書
籍
・
地
図
類
の
目
録
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を

達
し
て
い
た
（
１３
）
。
こ
の
時
点
で
は
、
歴
史
課
の
「
府
県
史
」
編
纂
計
画
は
開
始
さ
れ

て
お
ら
ず
、
地
誌
課
の
「
皇
国
地
誌
」
計
画
が
先
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
皇
国
地
誌
」
編
纂
を
開
始
す
る
準
備
と
し
て
、
地
誌
課
は
明
治
六
年
五
月
二

十
九
日
に
「
地
誌
編
輯
」
の
方
針
と
府
県
に
達
す
「
例
則
」
案
を
上
申
し
た
（
１４
）
。
明

治
五
年
四
月
に
陸
軍
省
が
府
県
に
命
じ
た
「
全
国
地
理
図
誌
」
取
調
べ
の
費
用
や
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所
要
の
官
員
の
増
置
に
つ
い
て
、
府
県
か
ら
申
立
て
ら
れ
た
大
蔵
省
が
、「
皇
国

地
誌
」
編
纂
を
管
轄
す
る
地
誌
課
に
対
し
、「
方
今
御
費
用
多
端
ノ
時
ニ
付
」
変

更
を
求
め
た
と
い
う
経
緯
に
よ
る
。
地
誌
課
の
方
針
は
、
陸
軍
省
に
よ
る
取
調
べ

方
法
を
修
正
し
、
各
府
県
で
の
戸
長
・
区
長
ら
に
よ
る
一
村
毎
の
地
誌
編
纂
を
望

む
も
の
で
、
添
付
し
た
例
則
に
則
り
編
纂
す
れ
ば
「
費
用
手
数
等
モ
掛
リ
申
間

敷
」
と
説
明
し
て
い
た
。

だ
が
伺
は
決
裁
さ
れ
ず
、
新
た
に
歴
史
課
長
が
加
わ
り
明
治
六
年
六
月
二
十
九

日
に
歴
史
課
長
・
地
誌
課
長
連
名
の
上
申
を
行
っ
た
（
１５
）
。
こ
の
六
月
二
十
九
日
の
地

誌
課
第
二
十
二
号
伺
は
本
文
と
別
紙
で
構
成
さ
れ
、
本
文
は
五
月
二
十
九
日
の
伺

に
言
及
し
た
上
で
、
編
纂
担
当
者
と
経
費
に
関
す
る
「
各
府
県
ヘ
御
布
告
案
」
と

「
大
蔵
省
ヘ
御
達
案
」
を
記
載
す
る
。
別
紙
は
編
纂
担
当
者
と
経
費
の
詳
細
、
編

纂
事
務
上
の
注
意
を
記
し
た
三
条
か
ら
な
る
府
県
へ
の
布
達
案
で
あ
る
。

五
月
二
十
九
日
の
伺
か
ら
六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
へ
の
変
更
は

三
点
あ
る
。
第
一
に
、「
歴
史
モ
亦
今
日
編
輯
不
仕
候
テ
ハ
地
方
ノ
沿
革
藩
県
廃

置
等
其
事
績
遂
ニ
不
可
考
様
可
相
成
ニ
付
同
様
併
セ
テ
之
ヲ
管
セ
シ
メ
」
と
、

「
皇
国
地
誌
歴
史
編
輯
」
を
共
に
行
う
と
主
張
し
た
点
で
あ
る
。「
府
県
史
」
と
い

う
言
葉
こ
そ
な
い
も
の
の
、「
歴
史
編
輯
」
と
し
て
「
府
県
史
」
編
纂
構
想
が
初

め
て
表
明
さ
れ
た
。「
地
方
ノ
沿
革
藩
県
廃
置
」
を
把
握
す
る
材
料
と
し
て
、「
皇

国
地
誌
」
と
「
府
県
史
」
が
並
ん
で
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
、
歴
史
・
地
誌
編
纂
の

同
時
代
的
な
意
義
と
両
者
の
連
関
性
を
強
く
示
す
（
１６
）
。
第
二
に
、
編
纂
担
当
者
に
つ

い
て
、
各
府
県
で
「
多
年
地
理
歴
史
等
或
ハ
実
地
ヲ
経
歴
シ
候
者
」
か
ら
編
纂
担

当
者
と
し
て
「
官
員
十
三
等
以
下
二
名
」
を
増
置
す
る
と
し
た
点
で
あ
る
。「
戸

長
区
長
等
モ
即
今
県
務
夥
多
ニ
シ
テ
、
一
村
毎
ニ
取
調
候
儀
モ
到
底
行
届
兼
候
場

合
モ
有
之
趣
ニ
相
聞
候
」
と
の
前
置
き
が
あ
る
た
め
、
五
月
二
十
九
日
伺
に
対
し

て
指
摘
さ
れ
た
問
題
に
応
じ
て
地
誌
課
が
変
更
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
第
三
に

経
費
に
関
し
て
、
各
府
県
の
第
一
常
備
金
か
ら
「
十
三
等
以
下
増
置
官
員
二
人
」

分
（
三
人
以
上
置
い
た
場
合
も
十
三
等
以
下
官
員
二
人
分
の
金
額
を
上
限
と
す

る
）
の
月
給
と
、「
其
他
一
切
之
諸
経
費
ハ
成
功
迄
一
県
凡
三
百
円
ヲ
目
途
ト

シ
」
支
給
す
る
、
と
金
額
の
上
限
を
設
定
し
た
。

こ
う
し
て
「
府
県
史
」
編
纂
構
想
を
初
め
て
公
に
し
た
六
月
二
十
九
日
の
地
誌

課
第
二
十
二
号
伺
だ
が
、
ま
た
し
て
も
決
裁
に
至
ら
な
か
っ
た
。
太
政
官
制
潤
飾

後
の
政
策
決
定
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
を
勘
査
す
る
太
政
官
正
院
財
務
課
が
「
財

政
の
論
理
」
を
も
っ
て
、
定
額
外
の
費
用
を
要
求
す
る
各
省
の
伺
を
否
決
・
先
送

り
し
て
い
た
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１７
）
。「
皇
国
地
誌
」「
府
県
史
」
編
纂
費
用
の

財
源
と
さ
れ
た
府
県
の
第
一
常
備
金
は
、
官
員
の
給
料
な
ど
経
常
費
に
充
て
ら
れ

る
定
額
の
経
費
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
定
額
の
四
倍
弱
か
ら
七
倍
が
支
出
さ
れ
、

超
過
分
は
府
県
に
代
わ
り
政
府
が
支
弁
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
（
１８
）
。
こ
の
伺
も
、

政
府
の
負
担
す
る
金
額
を
増
す
帰
結
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
否
決
指
令
こ
そ
な
さ

れ
な
か
っ
た
が
否
決
同
様
に
取
扱
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

二
度
の
上
申
と
も
決
裁
さ
れ
な
か
っ
た
歴
史
課
・
地
誌
課
が
ど
う
対
応
し
た
か

は
、
六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
伺
へ
の
注
記
が
手
掛
か
り
と
な
る
。

注
記
に
は
、
六
月
二
十
九
日
の
財
務
課
へ
の
回
議
後
、
七
月
三
十
一
日
に
財
務
課

よ
り
戻
さ
れ
、
再
議
の
上
で
八
月
三
日
に
地
誌
課
か
ら
歴
史
課
を
経
て
財
務
課
ヘ

回
議
し
た
と
あ
る
。
だ
が
こ
の
伺
を
収
録
す
る
「
史
料
編
纂
始
末
」
か
ら
は
、
こ

れ
を
出
典
と
し
た
島
津
俊
之
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
「
皇
国
地
誌
」「
府
県
史
」
編

纂
に
関
す
る
動
向
は
十
一
月
二
日
（
本
節
第
三
項
参
照
）
ま
で
確
認
で
き
ず
、
再

議
の
内
容
や
そ
の
帰
結
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
空
白
期
間
を
埋
め
る
た
め
、
次
項

で
上
申
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
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（
二
）「
皇
国
地
誌
」「
府
県
史
」「
藩
史
」
の
上
申
過
程

ま
ず
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
歴
史
課
の
史
料
の
性
格
を
検
討
し

た
い
。
前
述
の
「
史
料
編
纂
始
末
（
１９
）
」
は
、
後
年
の
編
纂
時
に
「
請
裁
録
」
と
い
う

歴
史
課
の
原
文
書
を
、
内
容
ご
と
に
簿
冊
を
ば
ら
し
綴
り
込
ん
だ
こ
と
が
形
態
か

ら
確
認
で
き
る
（
２０
）
。
編
纂
時
に
「
請
裁
録
」
の
丁
順
に
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
黒
字

の
番
号
を
確
認
す
る
こ
と
で
、「
史
料
編
纂
始
末
」
内
に
ば
ら
さ
れ
た
「
請
裁

録
」
の
簿
冊
の
原
秩
序
の
復
元
が
可
能
で
あ
る
。
丁
番
号
順
に
復
元
し
た
「
請
裁

録
」
は
、
日
付
順
に
伺
を
収
録
し
て
お
り
、
内
容
は
①
歴
史
課
が
上
申
し
決
裁
さ

れ
た
伺
の
写
し
、
②
歴
史
課
が
上
申
し
た
が
決
裁
さ
れ
ず
返
却
さ
れ
た
伺
の
原
本
、

③
他
課
が
上
申
し
た
歴
史
課
と
関
係
す
る
伺
の
写
し
か
ら
な
る
。

①
②
③
い
ず
れ
も
、
太
政
官
制
潤
飾
後
の
正
院
に
お
け
る
文
書
処
理
手
続
き
に

則
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
院
内
史
に
属
す
る
歴
史
課
の

伺
は
、
ま
ず
正
院
内
史
の
公
文
書
勘
査
を
定
め
た
「
内
史
官
事
務
章
程
（
２１
）
」
の
規
定

に
沿
っ
て
、
正
院
内
史
の
関
係
す
る
課
に
送
ら
れ
勘
査
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
正
院

の
文
書
処
理
手
順
を
定
め
た
「
議
案
上
申
下
達
ノ
順
序
（
２２
）
」
に
沿
っ
て
、「
議
案
ヲ

草
シ
テ
番
号
月
日
ヲ
記
シ
」
内
史
本
課
に
提
出
さ
れ
、
参
議
・
太
政
大
臣
の
決
裁

を
得
る
。
こ
う
し
て
関
係
す
る
課
と
参
議
・
太
政
大
臣
の
回
議
に
よ
る
合
意
を
経

た
伺
は
、
内
史
本
課
か
ら
歴
史
「
課
長
之
ヲ
受
ケ
議
定
裁
決
済
ノ
由
ヲ
其
課
ノ
写

本
ニ
記
シ
テ
」
外
史
に
達
せ
ら
れ
、
外
史
が
伺
の
内
容
を
施
行
伝
達
す
る
と
と
も

に
伺
の
原
本
を
収
蔵
す
る
と
い
う
手
続
き
と
な
る
。「
議
案
上
申
下
達
ノ
順
序
」

の
い
う
「
其
課
ノ
写
本
」
に
相
当
す
る
「
請
裁
録
」
は
、
歴
史
課
が
上
申
し
決
裁

を
求
め
た
文
書
を
把
握
す
る
た
め
作
成
し
た
簿
冊
で
あ
り
、
①
に
加
え
て
②
決
裁

さ
れ
ず
戻
さ
れ
た
伺
や
、
③
他
課
と
連
名
で
歴
史
課
が
上
申
し
た
伺
の
写
し
も
収

め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

各
上
申
に
は
朱
筆
で
号
数
が
振
ら
れ
て
お
り
（
２３
）

、「
請
裁
録

甲
」
の
丁
番
号
順

の
先
頭
で
も
あ
る
第
一
号
は
明
治
六
年
五
月
八
日
の
「
家
記
」
提
出
の
達
案
の
伺
（
２４
）

か
ら
始
ま
る
。
太
政
官
制
潤
飾
に
よ
る
正
院
内
史
の
文
書
処
理
機
能
強
化
と
併
せ

て
、
歴
史
課
に
お
い
て
も
伺
を
処
理
・
把
握
す
る
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が

「
請
裁
録
」
か
ら
判
明
す
る
。
ま
た
、「
請
裁
録
」
の
伺
に
は
、
文
書
処
理
過
程
を

把
握
す
る
た
め
日
付
な
ど
が
注
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
（
２５
）
、
前
項
末
で
言
及
し
た
六

月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
伺
（
２６
）
の
注
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
だ
が
上
述
の

「
請
裁
録
」
の
①
②
③
い
ず
れ
に
も
、
注
記
で
示
唆
さ
れ
た
八
月
三
日
の
再
議
に

関
す
る
文
書
は
な
い
。

こ
れ
に
あ
た
る
の
が
、「
大
隈
文
書
」
所
収
の
「
地
誌
・
歴
史
・
藩
史
編
集
ニ

関
ス
ル
編
集
条
例
並
達
案
（
２７
）
」
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
よ
り
一
件
と
し
て

命
名
・
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
名
は
原
史
料
に
記
載
が
な
く
、
三
つ
の
文
書

が
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
文
書
を
便
宜
的
に
「
地
誌
課
無
号
」「
第
三

十
一
号
」「
第
三
十
二
号
」
と
区
別
し
、
そ
の
構
成
を
表
１
、
処
理
過
程
を
表
２

に
示
し
た
。「
地
誌
課
無
号
」
は
六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
伺
を
修

正
し
八
月
三
日
に
回
議
さ
れ
た
、
カ
ガ
ミ
を
有
す
る
伺
で
あ
る
（
２８
）
。
一
方
、「
第
三

十
一
号
」「
第
三
十
二
号
」
は
新
た
に
な
さ
れ
た
歴
史
課
単
独
の
伺
で
あ
る
。
文

書
内
容
の
考
察
は
次
項
に
回
し
、
こ
れ
ら
の
伺
が
「
大
隈
文
書
」
に
併
せ
て
収
蔵

さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
文
書
形
態
か
ら
読
み
解
こ
う
。

「
第
三
十
一
号
」「
第
三
十
二
号
」
は
歴
史
課
が
号
数
を
付
し
た
伺
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
史
料
編
纂
始
末
」
内
の
「
請
裁
録
」
に
は
例
外
的
に
確
認
で
き

な
い
（
２９
）
。
前
後
の
号
数
で
あ
る
第
三
十
号
は
七
月
三
十
日
、
第
三
十
三
号
は
八
月
七

日
付
で
上
申
さ
れ
て
お
り
、「
第
三
十
一
号
」「
第
三
十
二
号
」
は
こ
の
間
に
上
申

さ
れ
た
と
仮
定
で
き
る
。

こ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、
歴
史
課
が
他
部
局
と
の
や
り
と
り
を
中
心
に
日
々
記

録
し
て
い
た
「
日
記

第
一
号
（
３０
）

」
で
あ
る
。
八
月
七
日
に
「
一

諸
府
県
ヘ
歴
史
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編
輯
被
仰
付
度
儀
ニ
付
例
則
伺
書
庶
務
課
ヘ
回
議
相
廻

一

藩
史
編
輯
ニ
付
例

則
幷
御
達
書
案
伺
書
財
務
課
ヘ
回
議
相
廻
」
と
記
さ
れ
、
前
者
を
指
す
「
第
三
十

一
号
」、
後
者
を
指
す
「
第
三
十
二
号
」
と
も
に
八
月
七
日
に
回
議
さ
れ
た
と
確

定
す
る
。
回
議
の
宛
先
に
つ
い
て
は
、「
内
史
官
事
務
章
程
」
の
、
庶
務
課
が

「
財
務
法
制
ノ
外
一
切
ノ
諸
事
務
ヲ
勘
査
」、
財
務
課
が
「
一
切
財
用
ニ
関
係
ス
ル

事
ヲ
勘
査
」
す
る
と
の
規
定
（
３１
）
に
沿
っ
て
、「
第
三
十
一
号
」
が
庶
務
課
、「
第
三
十

二
号
」
が
財
務
課
に
そ
れ
ぞ
れ
回
議
さ
れ
た
。

で
は
、
歴
史
課
の
伺
で
あ
る
「
第
三
十
一
号
」「
第
三
十
二
号
」
は
い
つ
「
地

誌
課
無
号
」
に
付
属
し
た
の
か
。「
地
誌
課
無
号
」
の
欄
外
に
は
、
朱
筆
で
八
月

三
日
の
財
務
受
付
印
、
そ
の
右
に
財
務
課
再
受
付
を
示
す
「
同
月
十
五
日
再
」、

下
に
八
月
二
十
七
日
の
日
下
部
東
作
少
内
史
の
印
が
あ
る
。
三
日
の
財
務
課
受
付

後
の
事
情
は
、
歴
史
課
の
「
日
記

第
一
号
」
の
、
十
三
日
に
「
府
県
歴
史
藩
史

編
輯
之
回
議
書
財
務
課
よ
り
回
来
候
所
見
込
不
都
合
ニ

付
右
書
面
広
瀬
へ
相
托
し
課
長
へ
伺
候
事
」、
十
五
日

に
「
更
ニ
異
見
附
箋
ニ
相
記
シ
財
務
課
ヘ
遣
ス
」
と
の

記
述
が
参
考
と
な
る
（
３２
）
。「
地
誌
課
無
号
」
は
「
藩
史
」

に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
府
県
歴
史
藩
史
編

輯
之
回
議
書
」
と
は
「
地
誌
課
無
号
」
と
、
同
様
に
財

務
課
に
回
議
し
て
い
た
「
第
三
十
二
号
」
と
の
両
方
を

指
す
。
既
に
財
務
課
に
回
議
し
て
い
た
こ
れ
ら
二
件
が

十
三
日
「
見
込
不
都
合
」
の
異
見
で
返
さ
れ
た
た
め
、

十
五
日
に
附
箋
で
歴
史
課
の
意
見
を
加
え
二
件
と
も
財

務
課
に
再
提
出
・
受
付
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

回
議
で
異
見
を
述
べ
る
場
合
、
各
課
は
異
見
の
あ
る

箇
所
に
異
見
を
記
し
た
附
箋
を
付
け
る
と
と
も
に
、
カ

ガ
ミ
の
各
課
長
の
捺
印
欄
に
異
見
の
附
箋
を
添
付
し
た

旨
の
附
箋
を
付
け
る
慣
例
が
確
認
で
き
る
（
３３
）
。「
地
誌
課

無
号
」「
第
三
十
二
号
」
の
財
務
課
長
の
捺
印
が
な
い

の
は
付
さ
れ
た
附
箋
が
剥
が
れ
現
在
ま
で
残
ら
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、「
第
三
十
一
号
」
に
も

庶
務
課
長
の
捺
印
は
な
い
。
十
七
日
に
「
第
三
十
一

表１「地誌・歴史・藩史編集ニ関スル編集条例並達案」の構成

「第三十二号」

８―１２丁

明治６年８月〔７日〕

歴史課長長松幹

太政大臣（印なし）
参議（印なし）
庶務課長〔貼紙抹消〕
財務課長（印なし）

「藩史編輯例則」と達
案の上申

「第三十一号」

５―７丁

明治６年８月〔７日〕

歴史課長長松幹

太政大臣（印なし）
参議（印なし）
庶務課長〔貼紙抹消〕

「歴史編輯例則」上申

「地誌課無号」

１―４丁

明治６年８月３日

歴史課長長松幹
地誌課長塚本明毅

太政大臣（印なし）
参議（□藤印）
財務課長（印なし）

「地誌課第二十二
号」上申の修正案

丁

差出日

差出者

カガミ
の宛先、
決裁印
有無

内容

表２「地誌・歴史・藩史編集ニ関スル編集条例並達案」処理過程

「第三十二号」

歴史課→財務課へ
回議

財務課→歴史課へ
返却

歴史課→財務課へ
回議

財務課→歴史課へ
返却

歴史課→庶務課ヘ回議

庶務課→歴史課へ返却、歴史課→内史へ上申

〔出典〕「大隈文書」A４２０５（早稲田大学所蔵）。

「第三十一号」

歴史課→庶務課ヘ
回議

庶務課杉浦権大内史→
歴史課へ返却

「地誌課無号」

地誌課→歴史課→
財務課へ回議

財務課→歴史課へ
返却

歴史課→財務課へ
回議

財務課→歴史課へ
返却

８月

３日

７日

１３日

１５日

１７日

１９日

２０日

２７日
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号
」
を
返
却
し
た
際
、
庶
務
課
は
杉
浦
譲
権
大
内
史
（
庶
務
課
副
長
を
兼
任
）
の

名
で
「
歴
史
編
輯
例
則
」
第
四
則
に
関
し
異
見
を
述
べ
た
た
め
と
推
測
で
き
る

（
次
項
参
照
）。
三
件
の
上
申
い
ず
れ
も
一
度
目
の
回
議
を
経
た
が
、
異
見
が
付
け

ら
れ
決
裁
に
至
ら
ず
歴
史
課
に
戻
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

二
度
目
の
回
議
に
あ
っ
た
「
地
誌
課
無
号
」「
第
三
十
二
号
」
は
、
十
九
日

「
地
誌
歴
史
藩
史
之
回
議
書
、
財
務
課
よ
り
本
課
之
異
見
過
日
答
議
之
外
難
見
込

付
候
間
、
再
議
附
箋
之
マ
ヽ
御
上
申
相
成
候
様
申
来
ル
」
た
め
、「
地
誌
課
長
ヘ

異
見
相
尋
候
」、
つ
ま
り
財
務
課
が
「
過
日
答
議
之
外
難
見
込
付
」
の
で
「
再
議

附
箋
之
マ
ヽ
上
申
」
す
る
よ
う
歴
史
課
に
指
示
し
た
た
め
、
歴
史
課
は
地
誌
課
長

に
対
応
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。
結
局
二
十
日
に
、
一
度
目
の
回
議
を
経
て
戻

さ
れ
て
い
た
「
第
三
十
一
号
」
と
併
せ
て
、「
地
誌
課
無
号
」「
第
三
十
二
号
」
は

庶
務
課
に
回
議
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
二
十
七
日
に
庶
務
課
か
ら
「
当
課
回
議
不
致

方
宜
敷
旨
」
に
よ
り
返
却
さ
れ
た
た
め
、「
第
三
十
一
号
」「
第
三
十
二
号
」
の
カ

ガ
ミ
の
庶
務
課
長
欄
を
貼
紙
で
抹
消
し
た
上
で
、
三
件
と
も
内
史
に
上
申
し
た
。

「
地
誌
課
無
号
」
の
一
丁
目
の
み
に
日
下
部
東
作
少
内
史
の
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
地
誌
課
無
号
」「
第
三
十
一
号
」「
第
三
十
二
号
」
を
併
せ
た
現
在
の
「
大
隈
文

書
」
所
収
の
形
態
で
、
同
日
に
内
史
本
課
に
受
付
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

内
史
に
上
申
さ
れ
た
議
案
の
決
裁
手
続
き
は
、
参
議
の
検
印
を
経
た
後
に
太
政

大
臣
に
出
す
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
が
（
３４
）
、
本
件
は
参
議
の
欄
に
「
□
藤
」
の
印
し

か
確
認
で
き
ず
（
３５
）
、
太
政
大
臣
へ
の
提
出
に
至
ら
ず
決
裁
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明

白
で
あ
る
。
参
議
ら
の
会
議
を
欠
席
し
た
大
隈
に
議
案
が
送
付
さ
れ
た
際
に
、
大

隈
が
手
許
に
止
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

太
政
官
制
潤
飾
後
の
政
策
立
案
に
関
し
て
は
、
参
議
の
附
箋
に
よ
る
立
案
の
修

正
事
例
か
ら
参
議
・
内
閣
の
主
体
性
が
（
３６
）
、
ま
た
そ
の
立
案
を
制
度
的
・
人
材
的
に

担
保
し
た
正
院
財
務
課
・
法
制
課
の
役
割
が
（
３７
）

、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
。
本
件
に

お
い
て
「
見
込
不
都
合
」
の
異
見
を
記
し
た
財
務
課
に
は
、
課
長
熊
谷
武
五
郎
を

は
じ
め
と
し
て
卿
輔
主
導
の
立
案
を
補
助
し
た
大
蔵
省
諸
務
局
職
員
が
潤
飾
後
に

異
動
し
て
き
て
お
り
（
３８
）
、
庶
務
課
副
長
と
し
て
回
議
を
担
当
し
た
杉
浦
譲
は
、
潤
飾

案
の
起
草
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
（
３９
）
。
正
院
財
務
課
と
大
蔵
省
（
大
隈
は
参
議
兼
任

で
明
治
六
年
五
月
よ
り
事
務
総
裁
、
十
月
よ
り
大
蔵
卿
）
と
の
権
限
関
係
の
曖
昧

さ
に
注
意
を
払
え
ば
（
４０
）
、
上
記
の
歴
史
・
地
誌
編
纂
の
予
算
支
出
を
求
め
る
上
申
過

程
に
は
、
大
蔵
省
事
務
総
裁
と
し
て
は
関
与
す
る
権
限
を
持
た
な
い
大
隈
が
、
正

院
内
史
（
と
く
に
財
務
課
）
の
異
見
を
受
け
つ
つ
、
参
議
の
役
職
に
よ
る
イ
レ

ギ
ュ
ラ
ー
な
介
入
で
（
４１
）
決
裁
を
阻
止
し
た
と
い
う
意
義
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

歴
史
課
・
地
誌
課
に
と
っ
て
は
、「
地
誌
課
無
号
」「
第
三
十
一
号
」「
第
三
十

二
号
」
が
決
裁
さ
れ
ず
大
隈
の
手
許
に
止
め
置
か
れ
た
こ
と
で
対
応
に
苦
慮
し
た
。

征
韓
論
政
変
後
の
十
一
月
二
日
、
地
誌
課
・
歴
史
課
長
は
連
名
で
、
各
県
よ
り
経

費
支
給
願
が
来
て
い
る
た
め
速
や
か
に
六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
伺

を
決
裁
し
て
く
れ
る
よ
う
上
申
し
て
い
る
（
４２
）
。
で
は
、
こ
の
伺
と
、
伺
が
言
及
し
な

い
八
月
に
上
申
し
た
「
地
誌
課
無
号
」「
第
三
十
一
号
」「
第
三
十
二
号
」
と
は
い

か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
項
で
は
そ
の
内
実
を
考
証
し
た
い
。

（
三
）「
府
県
史
」「
藩
史
」
編
纂
計
画
の
後
退

前
項
の
上
申
過
程
の
検
討
を
前
提
に
、「
府
県
史
」「
藩
史
」
の
編
纂
計
画
を
各

文
書
の
記
載
事
項
の
違
い
に
留
意
し
て
考
察
す
る
。

ま
ず
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
に
関
す
る
、
六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号

伺
（
４３
）
と
八
月
三
日
「
地
誌
課
無
号
（
４４
）
」
と
を
比
較
す
る
と
、
前
者
の
筆
写
時
の
誤
記
と

厳
密
に
区
別
で
き
な
い
が
漢
字
表
現
の
微
修
正
が
認
め
ら
れ
る
程
度
（
４５
）
で
文
章
に
相

違
は
な
く
、
内
容
は
前
項
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
五
月
二
十
九
日
の
地
誌
課

の
伺
、
六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
の
第
二
十
二
号
伺
に
つ
ぐ
三
度
目
の
伺
と
し
て
、
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地
誌
課
・
歴
史
課
は
八
月
三
日
「
地
誌
課
無
号
」
に
よ
り
決
裁
を
求
め
た
こ
と
が

分
か
る
（
４６
）
。

「
府
県
史
」
編
纂
は
構
想
が
六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
伺
で
初
め

て
公
に
さ
れ
、
計
画
が
明
治
六
年
八
月
の
歴
史
課
の
「
第
三
十
一
号
（
４７
）
」
伺
に
お
い

て
、
前
文
・
第
一
―
六
則
・
末
文
か
ら
な
る
「
歴
史
編
輯
例
則
」
と
し
て
示
さ
れ

た
。
記
載
事
項
を
表
３
に
記
す
。
前
文
は
「
歴
史
ハ
政
治
ノ
沿
革
民
物
ノ
盛
衰
ヲ

観
ル
ヲ
第
一
義
ト
ス
」
と
の
主
張
か
ら
始
ま
り
、「
立
府
立
県
」
以
降
の
事
項
に

つ
い
て
、
年
月
日
を
記
し
分
類
す
る
こ
と
、
と
く
に
法
令
を
記
載
し
註
釈
を
加
え
、

理
解
し
や
す
い
記
述
を
要
請
し
て
い
る
。
続
く
六
則
は
記
載
事
項
の
説
明
で
表
３

の
通
り
だ
が
、「
第
三
十
一
号
」
が
上
申
さ
れ
た
明
治
六
年
八
月
を
境
に
編
纂
対

象
時
期
を
分
け
た
点
、
第
一
則
で
「
其
広
袤
戸
口
以
下
詳
細
ハ
之
ヲ
地
誌
ニ
譲

ル
」
と
し
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。

「
第
三
十
一
号
」
の
「
歴
史
編
輯
例
則
」
を
起
案
し
た
際
の
草
稿
が
「
歴
史
編

輯
例
則
（
府
県
史
）

（
４８
）
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
草
稿
は
黒
字
・
朱
筆
で
二
度
修

正
さ
れ
、
朱
筆
修
正
後
の
文
章
が
「
第
三
十
一
号
」
の
貼
紙
前
の
文
章
と
等
し
い
。

つ
ま
り
「
歴
史
編
輯
例
則
」
は
、
草
稿
（
↓
黒
字
修
正
↓
朱
筆
修
正
）
↓
「
第
三

十
一
号
」（
貼
紙
修
正
前
↓
貼
紙
修
正
後
）
と
修
正
を
経
て
い
た
（
表
３
は
貼
紙

修
正
後
）。

草
稿
の
段
階
で
、「
第
三
十
一
号
」
と
同
じ
構
成
・
記
載
事
項
を
取
っ
て
お
り
、

草
稿
の
黒
字
・
朱
筆
修
正
は
語
句
の
修
正
に
と
ど
ま
る
。
草
稿
と
「
第
三
十
一

号
」
貼
紙
修
正
前
の
違
い
は
、
編
纂
対
象
時
期
・
編
纂
期
限
の
設
定
で
あ
る
。
修

正
前
の
草
稿
は
、
編
纂
対
象
時
期
を
六
年
七
月
ま
で
と
は
明
記
し
て
い
な
い
（
第

二
則
・
第
六
則
）。
修
正
後
の
草
稿
も
、
編
纂
期
限
に
つ
い
て
明
治
六
年
七
月
ま

で
の
分
を
明
治
七
年
五
月
に
、
明
治
六
年
八
月
以
降
分
は
毎
年
三
月
に
提
出
す
る

と
し
て
い
た
。
草
稿
に
末
文
の
「
明
治
六
年
八
月
」
と
の
日
付
が
な
い
こ
と
か
ら
、

「
歴
史
編
輯
例
則
」
草
稿
は
明
治
六
年
八
月
以
前
、
お
そ
ら
く
六
月
二
十
九
日
の

地
誌
課
第
二
十
二
号
伺
以
降
に
歴
史
課
内
で
起
案
さ
れ
始
め
、
八
月
三
日
の
「
地

誌
課
無
号
」
に
よ
る
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
の
上
申
に
促
さ
れ
、
編
纂
対
象
時
期
・

期
限
を
設
定
し
た
上
で
「
第
三
十
一
号
」
と
し
て
上
申
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

歴
史
課
内
で
の
修
正
を
経
て
「
第
三
十
一
号
」
に
よ
り
上
申
さ
れ
た
「
歴
史
編

輯
例
則
」
だ
が
、
回
議
と
返
却
を
通
し
て
貼
紙
で
修
正
さ
れ
た
。
末
文
の
「
編
者

所
見
ヲ
以
テ
門
部
ヲ
増
加
ス
ル
妨
ケ
ナ
シ
ト
ス
」
に
続
い
て
、「
且
体
裁
既
ニ
立

タ
ハ
一
二
本
ヲ
出
シ
可
否
ヲ
請
ヒ
漸
次
之
ヲ
編
輯
ス
ヘ
シ
」
と
の
文
章
を
付
け
加

え
、
修
正
前
の
末
尾
に
あ
っ
た
「
明
治
六
年
八
月
」
を
貼
紙
で
消
し
て
末
尾
に
ず

ら
し
て
い
る
。
実
は
「
史
料
編
纂
始
末

一
」
に
は
、
後
年
の
編
纂
者
の
「
八
月

表３ 明治６年８月「歴史編輯例則」の構成と記載事項

記載事項

年月日を付け事項を分類、適宜関係法令を挿入し註
釈を加える。理解しやすい簡潔な記述。

国・郡・大区の名・数、反数、華士族卒数、県庁所
在地と東京からの距離、開港場・電線などの設置。

立庁日から明治６年７月までの管轄内の施設の沿革
・年月日。

他県を合併した場合の、合併までの各県の官員・禄
制の沿革（第二則に準ずる）。

他藩を合併した場合の、明治２年６月版籍奉還から
合併までの沿革（第三則に準ずる）。

官員（知事から属まで）の任解進退年月日の記録表
（合併前の藩・県も含む）。

明治６年７月分までの編輯期限は明治７年中。明治
６年８月以降分は毎年編纂し翌年１月に提出。

各編者の部門追加を許可。稿本を提出し体裁の可否
を問う。明治６年８月歴史課。

〔出典］「地誌・歴史・藩史編集ニ関スル編集条例並達案」
（「大隈文書」A４２０５、早稲田大学所蔵）。

構成

前文

第一則

第二則

第三則

第四則

第五則

第六則

末文
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是
月
歴
史
編
輯
ノ
例
則
ヲ
定
ム
」
と
の
注
記
と
共
に
「
歴
史
編
輯
例
則
」
が
収

録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
貼
紙
修
正
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。「
第
三
十
一
号
」

伺
に
関
す
る
注
記
も
な
い
た
め
上
申
前
の
写
し
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
第
三
十
一

号
」
が
大
隈
の
手
許
で
止
め
ら
れ
た
た
め
に
、「
請
裁
録
」
に
②
決
裁
さ
れ
ず
返

却
さ
れ
た
伺
と
し
て
も
収
録
さ
れ
ず
、
歴
史
課
は
修
正
し
た
伺
の
内
容
を
正
確
に

は
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
「
第

三
十
一
号
」
の
回
議
の
過
程
で
、
杉
浦
譲
権
大
内
史
よ
り
第
四
則
に
対
し
異
見
が

呈
さ
れ
た
。
杉
浦
に
よ
る
附
箋
は
現
存
し
な
い
が
、
第
四
則
は
「
別
ニ
藩
史
編
輯

被
仰
付
候
ヘ
ハ
此
条
重
複
」
す
る
た
め
不
要
で
は
な
い
か
と
い
う
内
容
だ
っ
た
と
、

歴
史
課
の
附
箋
に
よ
る
反
応
か
ら
推
測
で
き
る
。
歴
史
課
は
、「
藩
史
」
の
対
象

は
三
十
藩
以
内
に
止
ま
り
、「
三
百
余
藩
版
籍
奉
還
後
、
更
ニ
知
藩
事
ニ
任
シ
遂

ニ
廃
藩
ニ
至
ル
マ
テ
ノ
沿
革
形
勢
、
就
テ
観
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
カ
ラ
ン
故
ニ
」
第
四

則
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
と
訴
え
て
い
た
。

こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
「
藩
史
」
は
、「
第
三
十
二
号
」
の
「
藩
史
編

輯
例
則
」
に
よ
っ
て
「
府
県
史
」
と
並
ん
で
編
纂
構
想
・
計
画
が
表
明
さ
れ
て
い

た
。
従
来
、
明
治
六
年
十
一
月
の
「
歴
史
課
事
務
章
程
（
４９
）
」
で
「
慶
元
以
降
封
建
ノ

形
勢
藩
治
ノ
体
裁
ヲ
誌
」
す
も
の
と
し
て
、「
本
史
ノ
参
考
ニ
備
フ
ヘ
シ
」
と
位

置
付
け
ら
れ
、「
近
日
建
議
ス
ル
モ
ノ
ニ
係
ル
」
と
さ
れ
た
の
が
「
藩
史
」
の
構

想
の
初
出
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。「
歴
史
課
事
務
章
程
」
以
降
、
明
治
九
年
十
二

月
二
十
二
日
に
修
史
局
が
「
藩
史
編
輯
」
の
た
め
、
旧
藩
関
係
の
文
書
類
の
目
録

を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
る
（
５０
）
ま
で
編
纂
計
画
は
作
ら
れ
ず
、
明
治
十
二
年
末
に
「
藩

史
」
十
四
冊
の
稿
本
を
修
史
館
が
編
纂
し
た
程
度
で
ほ
ぼ
成
果
は
な
か
っ
た
と
い

う
理
解
で
あ
る
（
５１
）
。

実
の
と
こ
ろ
、
明
治
九
年
の
修
史
局
の
伺
に
は
、
明
治
六
年
八
月
に
歴
史
課
が

「
藩
史
編
輯
」
の
達
案
の
写
し
と
「
藩
史
編
輯
例
則
」
案
を
上
申
し
た
旨
が
記
載

さ
れ
て
お
り
（
５２
）
、
先
行
研
究
の
説
明
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
っ
た
。「
第
三
十
二

号
」
は
、
明
治
六
年
八
月
に
上
申
さ
れ
た
例
則
案
と
達
案
の
原
文
書
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
伺
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
、
文
面
に
若
干
の
相
違
を
含
む
点
で
注
目
す
べ

き
史
料
で
あ
る
。

「
藩
史
」
編
纂
計
画
を
示
し
た
明
治
六
年
八
月
の
「
第
三
十
二
号
（
５３
）
」
は
、
上
申

文
、
大
蔵
省
へ
の
達
案
、
諸
県
へ
の
達
案
、「
藩
史
編
輯
例
則
」
か
ら
な
る
。
上

申
文
で
は
、「
慶
元
以
来
封
建
ノ
制
」
を
「
殆
二
百
五
十
余
年
」
異
に
し
て
き
た

諸
藩
の
法
制
は
「
其
土
地
民
俗
ニ
適
シ
其
要
ヲ
得
モ
ノ
」
が
あ
り
、「
四
方
ノ
形

勢
各
藩
ノ
民
俗
、
其
殊
異
制
度
ノ
跡
ニ
徴
シ
斟
酌
参
考
ス
ル
ト
キ
ハ
大
ニ
裨
補
ス

ル
所
ア
ラ
ン
」
と
述
べ
、「
藩
史
最
闕
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
」
と
「
藩
史
」
編
纂
の
意

義
を
提
起
す
る
。
編
纂
担
当
者
と
経
費
に
つ
い
て
は
、
各
藩
ご
と
に
「
旧
治
制
度

ニ
通
ス
ル
モ
ノ
」
を
選
び
、
一
カ
月
四
十
円
（
十
三
等
官
員
二
人
分
）
と
し
て
い

る
。諸

県
へ
の
達
案
で
は
、
藩
史
編
纂
の
対
象
と
な
る
藩
を
石
高
十
五
万
石
以
上
お

よ
び
十
五
万
石
以
下
の
旧
家
と
し
て
、
編
纂
担
当
者
と
経
費
に
つ
い
て
は
上
申
文

よ
り
詳
細
に
、「
旧
各
藩
士
」
か
ら
「
歴
史
課
御
用
掛
」
と
し
て
選
び
、
第
一
常

備
金
か
ら
「
一
藩
一
ヶ
月
四
十
円
」
以
内
の
金
額
を
支
給
し
主
任
者
名
を
歴
史
課

に
届
け
る
と
規
定
し
た
。

「
藩
史
編
輯
例
則
」
は
前
文
・
第
一
〜
第
八
則
・
末
文
か
ら
な
る
。
前
文
は

「
藩
史
ハ
四
方
ノ
制
度
民
物
盛
衰
沿
革
ヲ
観
ル
ニ
在
リ
」
と
し
、
対
象
時
期
を
藩

主
の
就
封
か
ら
版
籍
奉
還
ま
で
に
区
切
る
。
続
く
八
則
は
記
載
事
項
の
説
明
で
、

表
４
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。「
歴
史
編
輯
例
則
」
と
同
様
に
、
起
案
の
際
の
草

稿
が
、
達
案
は
「（
御
達
案
幷
藩
史
編
輯
例
則
（
御
達
案
））
（
５４
）」、
例
則
は
「
藩
史
編

輯
例
則
（
５５
）
」
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
草
稿
（
↓
黒
字
修
正
↓
朱
筆
修
正
）
↓
「
第

三
十
二
号
」（
貼
紙
修
正
前
↓
貼
紙
修
正
後
）
の
修
正
を
経
て
い
た
（
表
４
は
貼
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紙
修
正
後
）。

草
稿
の
黒
字
・
朱
筆
修
正
は
「
歴
史
編
輯
例
則
」
よ
り
若
干
多
く
、
構
成
は
変

わ
ら
な
い
が
文
章
の
修
正
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
草
稿
の
朱
筆
修
正
後
と
「
第
三
十

二
号
」
の
修
正
前
は
ほ
ぼ
同
文
で
、
む
し
ろ
「
第
三
十
二
号
」
の
貼
紙
修
正
前
後

に
違
い
が
大
き
い
。
前
述
の
「
第
三
十
一
号
」
末
文
と
同
様
の
貼
紙
修
正
（
稿
本

提
出
に
つ
い
て
）
や
、
編
纂
担
当
者
の
経
費
に
関
し
て
、
修
正
前
の
一
ヶ
月
五
十

円
、
第
二
常
備
金
と
し
た
の
を
、
修
正
後
は
「
五
」
を
貼
紙
抹
消
し
四
十
円
、

「
二
」
を
朱
筆
抹
消
し
第
一
常
備
金
と
し
た
点
な
ど
で
あ
る
（
５６
）
。
歴
史
課
内
で
起
案

し
た
朱
筆
修
正
後
の
草
稿
と
ほ
ぼ
同
文
の
ま
ま
出
さ
れ
た
「
第
三
十
二
号
」
が
、

二
度
の
回
議
を
経
て
修
正
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
以
上
の
草
稿
と
は
別
の
「（
藩
史
編
纂
費
用
に
つ
き
意
見
書
）

（
５７
）
」

と
い
う
文
書
が
、
八
月
十
五
日
の
財
務
課
へ
の
再
回
議
の
際
に
歴
史
課
が
「
財
務

見
込
不
都
合
ニ
付
更
ニ
異
見
附
箋
ニ
相
記
シ
（
５８
）
」
た
内
容
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。「
財
務
見
込
不
都
合
」
と
は
、
こ
の
文
書
冒
頭
の
「
地
誌
歴
史

藩
史
混
同
一
年
五
百
円
ニ
テ
ハ
恐
ク
ハ
功
ヲ
成
シ
難
カ
ラ
ン
」
と
の
文
を
指
す
と

み
ら
れ
る
。
文
書
は
続
け
て
、「
十
五
万
石
以
上
旧
藩
」
の
有
無
で
県
ご
と
に
差

異
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、「
歴
史
ハ
立
県
ヨ
リ
今
後
ニ
関
渉
致
候
故
」
先
に
、「
藩

マ
マ

史
ハ
藩
籍
奉
還
以
上
ニ
在
テ
事
皆
既
往
ニ
属
シ
本
県
ニ
関
渉
ナ
キ
ヲ
以
テ
」
後
に

編
纂
す
る
の
が
「
必
然
ノ
勢
」
で
あ
る
と
把
え
て
い
る
。
歴
史
課
は
「
府
県
史
」

と
「
藩
史
」
の
編
纂
順
の
前
後
を
区
別
し
た
上
で
、
両
者
を
「
混
同
」
さ
せ
ず

「
並
挙
」
し
、「
藩
史
編
輯
ノ
県
ハ
別
ニ
一
ヶ
月
四
十
円
」
を
渡
し
「
旧
藩
三
十
余

藩
ト
概
算
シ
金
一
万
二
千
余
円
増
加
」
す
れ
ば
、「
時
月
遷
延
」
せ
ず
編
纂
の

「
一
年
ノ
成
功
」
が
可
能
だ
と
主
張
し
、
財
務
課
の
「
御
再
考
」
を
求
め
た
の

だ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
「
御
再
考
」
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
財
務
課
は
「
本
課
之
異

見
過
日
答
議
之
外
難
見
込
付
候
間
再
議
附
箋
之
マ
ヽ
御
上
申
（
５９
）
」、
つ
ま
り
「
地
誌

歴
史
藩
史
混
同
一
年
五
百
円
」
と
す
る
財
務
課
の
指
令
案
を
附
箋
で
残
し
た
ま
ま

参
議
に
上
申
す
る
よ
う
求
め
て
来
た
。
直
接
の
証
拠
と
な
る
財
務
課
と
歴
史
課
の

附
箋
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
以
上
の
論
証
は
断
定
で
き
な
い
が
、
結
果
と
し

て
「
第
三
十
二
号
」
は
大
隈
の
手
許
で
止
め
ら
れ
た
た
め
、
財
務
課
・
歴
史
課
ど

ち
ら
の
案
も
決
裁
さ
れ
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
明
治
九
年
に
修
史
局
が
「
藩
史
」
編
纂
を
上
申
し
た
伺
や
後
年
の

「
太
政
官
沿
革
志
」
な
ど
（
６０
）
に
、「
第
三
十
二
号
」
修
正
後
の
第
一
常
備
金
か
ら
一
藩

一
ヶ
月
四
十
円
と
い
う
内
容
が
反
映
さ
れ
ず
、
修
正
前
の
第
二
常
備
金
か
ら
五
十

円
と
な
っ
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。「
第
三
十
一
号
」
と
同
様
に
歴
史
課
が
修

表４ 明治６年８月「藩史編輯例則」の構成と記載事項

記載事項

編纂対象時期は藩主の就封から版籍奉還まで。年月
を挙げ事項を分類し記す。事実の明示を要とする。

方位地形：道・国・郡の名・数、石高、城の所在、
京都・江戸からの里数、山・海運の便否、支藩の所
在、一万石以上の稟米取家老の有無。

戸籍人口：士卒平民の戸口、編籍の方法。二十年ご
との戸口比較表。

租税徴役：上中下田ごとの本租税・雑税、徴役、駅
逓（宿駅）の課程、検見の方法。

藩治体裁：施治の要領、官の準則、諸務の章程、所
領の合併・分離、吏員の設置など。

会計：歳入、支給する俸禄、諸般経費、出納方法、
官吏の使用・徴発、救荒の備えなど。

法律：一般の定律、貴賎の制限、生死嫁娶の法等。

刑法：聴訟・断獄・処刑・囚獄の方法。

軍務：兵士数、軍役高、海陸兵制。

各編者の藩に則した拡充許可。稿本を提出し体裁の
可否を問う。明治６年８月歴史課。

〔出典〕「地誌・歴史・藩史編集ニ関スル編集条例並達案」
（「大隈文書」A４２０５、早稲田大学所蔵）。

構成

前文

第一則

第二則

第三則

第四則

第五則

第六則

第七則

第八則

末文
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正
内
容
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、「（
藩
史
編
纂
費
用
に
つ
き
意

見
書
）」
が
「
修
史
局
・
修
史
館
史
料
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
た
め
歴
史
課
が

敢
え
て
修
正
内
容
を
反
映
さ
せ
ず
に
予
算
増
額
を
試
み
た
と
も
推
量
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
六
年
八
月
時
点
に
お
け
る
地
誌
課
・
歴
史
課
の
「
皇
国

地
誌
」「
府
県
史
」「
藩
史
」
編
纂
計
画
は
、
財
務
課
・
庶
務
課
と
の
予
算
を
中
心

と
す
る
折
衝
を
経
て
、
最
終
的
に
大
隈
重
信
が
手
許
で
止
め
た
こ
と
で
決
裁
さ
れ

ず
、
と
は
い
え
明
確
に
否
決
さ
れ
も
し
な
か
っ
た
。
文
書
に
よ
る
反
応
が
戻
っ
て

来
な
い
以
上
、
歴
史
課
は
「
府
県
史
」
と
「
藩
史
」
に
関
し
て
身
動
き
の
取
れ
な

い
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
一
項
で
言
及
し
た
十
一
月
二
日
の
歴
史

課
・
地
誌
課
連
名
上
申
は
、
歴
史
課
が
八
月
の
「
府
県
史
」「
藩
史
」
編
纂
計
画

か
ら
、「
皇
国
地
誌
」
編
纂
計
画
と
連
な
り
「
府
県
史
」
編
纂
構
想
を
公
に
し
た

六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
伺
の
時
点
ま
で
後
退
し
た
案
と
要
約
で
き

る
。そ

の
帰
結
と
し
て
、
同
十
一
月
「
歴
史
課
事
務
章
程
（
６１
）
」
の
制
定
に
至
っ
た
。

「
府
県
史
」「
藩
史
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
本
史
ノ
考
拠
ニ
備
フ
ヘ
シ
」「
本
史
ノ
参
考

ニ
備
フ
ヘ
シ
」
と
さ
れ
、
そ
の
編
纂
は
「
近
日
建
議
ス
ル
モ
ノ
ニ
係
ル
」
と
、
明

治
六
年
八
月
の
上
申
は
仕
切
り
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

「
皇
国
地
誌
」「
府
県
史
」
編
纂
費
用
・
内
容
を
め
ぐ
る
折
衝

（
一
）「
皇
国
地
誌
」
編
纂
費
用
の
決
定

第
一
節
で
は
、「
皇
国
地
誌
」
に
連
な
り
具
体
化
し
た
「
府
県
史
」
編
纂
計
画

が
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
過
程
を
考
察
し
た
。
第
二
節
で
は
、「
府
県
史
」
に

先
駆
け
予
算
を
得
て
計
画
を
進
展
さ
せ
た
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
計
画
が
地
誌
課
の

管
轄
問
題
を
契
機
に
後
退
し
、「
府
県
史
」
編
纂
計
画
が
先
行
し
て
実
現
す
る
過

程
を
考
察
す
る
。
本
項
で
は
、「
皇
国
地
誌
」
編
纂
予
算
の
決
定
過
程
を
、
大
蔵

省
の
意
向
と
地
誌
課
の
反
応
か
ら
見
る
（
６２
）
。

明
治
六
年
十
一
月
二
日
の
歴
史
課
・
地
誌
課
連
名
の
上
申
か
ら
約
四
ヶ
月
後
の

明
治
七
年
三
月
七
日
、
地
誌
課
は
単
独
で
上
申
を
行
っ
た
（
６３
）
。
上
申
は
、
ま
ず
明
治

六
年
五
月
二
十
九
日
伺
の
抽
象
的
な
費
用
の
見
積
も
り
を
、
第
一
常
備
金
か
ら
十

三
等
官
員
二
人
分
を
増
置
す
る
と
し
た
八
月
の
伺
（「
地
誌
課
無
号
」）
で
修
正
し

た
こ
と
を
確
認
す
る
。
つ
い
で
明
治
五
年
四
月
に
陸
軍
省
が
命
じ
た
「
全
国
地
理

図
誌
」
取
調
べ
を
実
行
し
た
県
か
ら
の
費
用
請
求
に
触
れ
、
三
潴
県
が
千
八
百
円

余
、
度
会
県
が
百
六
十
円
程
の
下
付
願
を
出
し
た
旨
を
述
べ
る
。
地
誌
課
は
、
こ

う
し
た
県
個
別
の
対
応
に
追
わ
れ
る
恐
れ
を
説
明
し
、
五
月
二
十
九
日
伺
で
上
申

し
た
例
則
、
八
月
の
「
地
誌
課
無
号
」
で
見
積
も
っ
た
費
用
、
そ
し
て
三
潴
県
と

度
会
県
へ
の
既
調
査
分
の
「
費
用
別
途
御
下
ケ
渡
」
の
決
裁
を
求
め
た
。
そ
も
そ

も
地
誌
課
が
推
進
す
る
「
皇
国
地
誌
」
は
、
陸
軍
省
の
「
全
国
地
理
図
誌
」
編
纂

の
管
轄
を
引
き
継
ぐ
も
の
だ
っ
た
。
前
年
に
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
費
用
が
決
裁
さ

れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
誌
課
が
各
府
県
に
お
け
る
地
誌
編
纂
を
停
止

さ
せ
な
か
っ
た
た
め
、
各
県
か
ら
地
誌
編
纂
費
用
が
請
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
地
誌
課
の
伺
に
対
応
し
、
三
月
三
十
一
日
大
蔵
省
は
大
蔵
卿
大
隈
重
信
の

名
で
上
申
し
た
（
６４
）
。
大
蔵
省
は
、「
元
来
地
誌
編
集
之
儀
於
当
省
は
御
評
議
振
も
承

知
不
致
ニ
付
、
何
等
意
見
致
上
述
兼
候
得
共
」
と
、「
地
誌
編
集
」
に
関
す
る
従

来
の
議
論
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、「
巨
大
之
費
途
関
渉
之
事

件
稽
滞
候
て
は
難
致
坐
視
」
と
し
て
、
省
の
意
見
を
述
べ
た
。
内
容
は
、
既
に
取

調
べ
が
済
ん
だ
県
の
請
求
に
は
「
別
途
支
給
」
を
認
め
る
一
方
、
中
途
・
未
着
手

の
県
に
は
個
別
に
支
給
し
な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
大
蔵
省
が
地
誌
課
の
「
全

国
地
誌
編
集
」
計
画
に
対
し
、「
纔
ニ
数
旬
之
間
ニ
完
結
候
儀
は
於
実
際
万
々
相

運
兼
可
申
、
縦
令
成
功
候
と
も
恐
ク
ハ
疎
漏
或
ハ
憶
測
ニ
渉
リ
、
到
底
原
稿
訂
正

之
用
ニ
被
供
候
程
ニ
確
実
明
晰
之
取
調
無
覚
束
被
存
候
、
去
リ
迚
地
誌
旧
記
之
儀
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は
此
際
最
御
注
意
無
之
て
は
、
無
智
之
人
民
反
故
同
様
相
心
得
、
従
来
郷
里
ニ
存

在
ス
ル
不
可
欠
之
書
類
も
往
々
散
逸
廃
爛
、
他
日
過
去
之
形
情
端
倪
ス
可
ラ
サ
ル

ニ
至
」
る
恐
れ
が
あ
る
と
、
計
画
の
重
要
性
と
比
し
た
見
込
の
甘
さ
を
認
識
し
て

い
た
こ
と
に
よ
る
。
大
蔵
省
は
、
取
調
べ
の
た
め
「
日
ヲ
期
シ
限
ヲ
定
メ
ズ
徐
々

取
調
候
方
適
当
と
存
候
条
、
以
来
一
県
一
周
年
之
費
額
金
七
百
円
ト
相
定
、
於
府

県
右
ニ
不
超
過
様
便
宜
見
込
相
立
、
漸
次
編
成
事
実
明
細
首
尾
完
結
候
様
、
更
ニ

御
布
告
相
成
候
ハ
ヽ
可
然
と
存
候
、
右
ハ
極
テ
至
急
何
分
之
御
指
揮
無
之
て
は
実

ニ
諸
県
之
迷
惑
不
尠
」
と
対
案
を
出
し
た
。
す
な
わ
ち
大
蔵
省
は
、
編
纂
期
限
を

設
け
ず
、
一
県
一
年
あ
た
り
七
百
円
を
支
給
す
る
と
い
う
条
件
で
「
皇
国
地
誌
」

編
纂
計
画
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
大
蔵
省
の
提
案
に
地
誌
課
は
同
意
を
示
し
、
明
治
六
年
五
月
二
十
九
日

伺
に
付
属
し
た
例
則
お
よ
び
、
大
蔵
省
案
も
し
く
は
明
治
六
年
六
月
二
十
九
日
の

地
誌
課
第
二
十
二
号
伺
の
予
算
の
決
裁
を
求
め
た
（
６５
）
。
大
蔵
省
案
の
予
算
と
「
地
誌

編
輯
例
則
」
が
決
裁
さ
れ
る
と
、
地
誌
課
は
例
則
を
除
い
て
、
大
蔵
省
案
の
一
県

一
年
あ
た
り
七
百
円
を
支
給
す
る
旨
の
「
大
蔵
省
指
令
按
」「
使
府
県
御
布
告

按
」「
内
務
省
ヘ
御
達
按
」
を
上
申
し
、
四
月
二
十
三
日
に
決
裁
を
得
た
（
６６
）
。
こ
う

し
て
二
十
五
日
、「
皇
国
地
誌
編
輯
費
用
ノ
儀
自
今
使
府
県
共
一
管
内
一
ヶ
年
ノ

額
金
七
百
円
」
と
し
、
明
治
七
年
分
は
取
調
べ
着
手
後
に
月
割
で
大
蔵
省
よ
り
受

け
取
る
こ
と
、「
取
調
方
法
例
則
等
」
は
追
っ
て
通
達
す
る
こ
と
、
従
前
の
取
調

べ
費
用
は
明
細
を
記
し
た
勘
定
帳
を
も
っ
て
大
蔵
省
よ
り
受
け
取
る
こ
と
が
使
府

県
に
達
さ
れ
た
（
６７
）
。

予
算
問
題
の
観
点
か
ら
、
明
治
七
年
の
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
予
算
獲
得
過
程
の

意
義
を
述
べ
よ
う
。
三
月
の
伺
で
大
蔵
省
が
地
誌
編
纂
へ
の
従
前
の
関
与
を
否
定

し
て
い
る
よ
う
に
、
太
政
官
制
潤
飾
後
の
正
院
財
務
課
と
大
蔵
省
と
の
間
で
予
算

編
成
の
権
限
は
明
確
化
さ
れ
て
お
ら
ず
（
６８
）
、
前
述
の
明
治
六
年
八
月
の
伺
も
正
院
財

務
課
長
熊
谷
武
五
郎
の
指
令
案
を
受
け
た
大
隈
（
大
蔵
省
事
務
総
裁
を
兼
任
）
が

参
議
の
立
場
で
止
め
た
も
の
だ
っ
た
。「
地
誌
歴
史
藩
史
混
同
一
年
五
百
円
（
６９
）
」
と

さ
れ
た
の
も
、
明
治
六
年
八
月
に
上
申
さ
れ
る
前
の
時
期
に
、
定
額
増
加
を
要
求

す
る
各
省
と
そ
れ
を
抑
制
す
る
大
蔵
省
と
の
間
で
予
算
案
を
め
ぐ
り
留
守
政
府
が

紛
糾
し
て
い
た
背
景
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
征
韓
論
政
変
後
の
明
治
七
年
度
予
算

は
、
六
年
度
歳
入
の
大
幅
な
増
加
に
よ
り
、
前
年
度
に
比
べ
各
省
の
予
算
お
よ
び

歳
出
総
額
が
拡
大
さ
れ
た
（
７０
）
。
明
治
七
年
三
月
か
ら
四
月
は
、
二
月
の
佐
賀
の
乱
発

生
後
で
は
あ
っ
た
が
、
八
月
の
台
湾
出
兵
に
よ
る
一
時
的
な
財
政
緊
縮
よ
り
前
の
、

積
極
基
調
・
積
極
財
政
の
時
期
で
あ
っ
た
（
７１
）
。
事
実
上
予
算
関
与
を
継
続
し
て
い
た

大
蔵
省
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
認
識
に
よ
り
明
治
七
年
に
至
っ
て
「
皇
国
地
誌
」

編
纂
に
寛
大
な
予
算
を
認
め
た
と
理
解
で
き
る
。

地
誌
課
に
と
っ
て
、
大
蔵
省
の
提
案
し
た
一
府
県
一
ヶ
年
七
百
円
の
地
誌
編
纂

費
用
は
、「
地
誌
歴
史
藩
史
混
同
一
年
五
百
円
」
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
六
年
八
月

の
伺
で
求
め
た
「
皇
国
地
誌
編
集
ニ
付
各
府
県
官
員
十
三
等
以
下
二
名
増
置
」
の

月
給
一
ヶ
月
四
十
円
（
一
ヶ
年
四
八
十
円
）
と
「
其
他
一
切
之
諸
経
費
ハ
成
功
迄

一
県
凡
三
百
円
（
７２
）
」
よ
り
も
好
条
件
で
あ
っ
た
。
編
纂
期
限
を
設
け
ず
歴
史
も
除
い

た
地
誌
単
独
の
編
纂
計
画
が
決
裁
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
地
誌
課
は
同
時
に
決

裁
さ
れ
た
「
地
誌
編
輯
例
則
」
の
修
正
に
着
手
し
た
。
明
治
六
年
五
月
二
十
九
日

伺
に
付
属
し
た
「
地
誌
編
輯
例
則
（
７３
）
」
は
、
各
府
県
に
専
任
編
纂
者
を
設
置
す
る
方

針
以
前
の
、
戸
長
・
区
長
ら
に
よ
る
一
村
毎
の
地
誌
編
輯
を
前
提
に
し
て
お
り
、

修
正
を
必
要
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

反
対
に
、
歴
史
課
に
と
っ
て
は
「
府
県
史
」
編
纂
計
画
が
「
皇
国
地
誌
」
編
纂

に
取
り
残
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
続
い
て
、
後
手
に
回
っ
た
歴
史
課
の
対
応

を
考
察
し
た
い
。
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（
二
）「
府
県
史
」
編
纂
費
用
の
決
定
と
「
歴
史
編
輯
例
則
」

歴
史
課
は
、
前
項
で
述
べ
た
決
裁
過
程
を
地
誌
課
か
ら
通
達
さ
れ
て
い
た
。

「
請
裁
録

甲
」
に
は
③
他
課
が
上
申
し
た
歴
史
課
に
関
係
す
る
伺
の
写
し
に
該

当
す
る
、
三
月
三
十
一
日
の
大
蔵
省
伺
と
そ
れ
以
降
の
地
誌
課
の
伺
が
収
録
さ
れ

て
い
る
た
め
、
地
誌
課
が
歴
史
課
へ
の
通
達
の
際
に
文
書
を
回
し
た
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。
歴
史
課
は
四
月
十
九
日
の
伺
で
、
明
治
六
年
六
月
二
十
九
日
付
で
歴
史

課
・
地
誌
課
が
連
名
上
申
し
た
旨
を
挙
げ
、
地
誌
編
纂
が
大
蔵
省
案
の
通
り
決
裁

さ
れ
る
と
通
達
さ
れ
た
い
ま
、「
歴
史
編
輯
之
件
ハ
如
何
御
決
裁
相
成
候
哉
」
と

太
政
大
臣
・
参
議
の
指
示
を
仰
い
だ
（
７４
）
。
こ
れ
は
二
十
七
日
に
決
裁
を
得
た
が
指
示

は
な
く
、
歴
史
課
は
二
十
八
日
に
も
「
何
分
之
御
指
令
無
之
、
如
何
相
心
得
可
然

哉
」
と
上
申
し
た
。
こ
れ
も
決
裁
さ
れ
た
が
指
示
は
確
認
で
き
な
い
（
７５
）
。
歴
史
課
の

意
見
は
聞
き
入
れ
ら
れ
は
し
た
が
、
具
体
的
な
対
応
が
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

よ
っ
て
歴
史
課
は
編
纂
費
と
新
た
な
「
歴
史
編
輯
例
則
」
に
関
し
上
申
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
明
治
七
年
十
一
月
十
日
太
政
官
達
第
百
四
十
七
号
に
結
実
す
る
伺

で
、
上
申
文
、
使
府
県
へ
の
御
達
案
・
例
則
案
、
大
蔵
省
・
内
務
省
へ
の
御
達
案

か
ら
な
る
。「
公
文
録
」
に
伺
の
原
文
書
（
７６
）
が
、「
史
料
編
纂
始
末

二
」
に
そ
の
写

し
（「
請
裁
録

甲
」
②
に
分
類
さ
れ
る
）
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
正
院
庶
務

課
・
左
院
財
務
課
で
の
回
議
（
五
月
三
十
日
〜
）
↓
歴
史
課
の
修
正
・
提
出
↓
回

議
（
七
月
十
四
日
〜
）
↓
歴
史
課
の
修
正
↓
内
史
提
出
（
九
月
十
八
日
）
↓
決
裁

（
九
月
十
九
日
）
と
、
少
な
く
と
も
二
度
の
回
議
を
経
た
こ
と
が
文
面
か
ら
分
か

る
。
前
節
で
用
い
た
よ
う
な
日
記
類
や
関
係
文
書
が
存
在
し
な
い
た
め
、「
公
文

録
」
の
原
文
書
の
附
箋
や
、「
請
裁
録

甲
」
の
伺
の
附
箋
の
注
記
な
ど
か
ら
内

容
を
読
み
取
ろ
う
。

懸
案
の
編
纂
費
用
に
つ
い
て
は
使
府
県
へ
の
御
達
案
で
の
み
言
及
し
て
い
る
。

当
初
歴
史
課
は
「
十
四
等
一
員
等
外
一
員
ノ
月
給
及
ヒ
諸
雑
費
共
一
ヶ
月
三
十

円
」
と
見
積
り
「
費
用
之
儀
ハ
成
功
マ
テ
一
管
内
一
ヶ
月
三
十
円
ツ
ヽ
」
を
求
め

た
。
地
誌
編
纂
費
と
の
関
係
に
触
れ
て
お
ら
ず
、
地
誌
・
歴
史
編
纂
費
に
十
三
等

官
員
二
人
分
の
月
給
四
十
円
と
成
功
ま
で
の
諸
経
費
三
百
円
を
求
め
た
明
治
六
年

の
伺
よ
り
も
、
歴
史
編
纂
単
独
の
費
用
と
し
て
控
え
め
に
要
求
し
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
財
務
課
は
「
費
用
ノ
儀
ハ
本
年
四
月
第
五
十
六
号
ヲ
以
テ
相
達
候
、
皇

国
地
誌
編
輯
費
一
管
内
一
ヶ
年
額
金
七
百
円
ノ
内
ヨ
リ
弁
給
可
致
、
尤
右
勘
定
帳

両
廉
区
分
イ
タ
シ
大
蔵
省
ヘ
可
差
出
事
」
と
の
附
箋
異
見
を
付
け
、
地
誌
の
費
用

七
百
円
に
歴
史
編
纂
の
費
用
も
含
む
と
判
断
し
た
。

「
歴
史
編
輯
例
則
」
に
つ
い
て
は
、
記
載
事
項
の
考
察
は
後
に
回
し
、
伺
の
修

正
点
の
み
挙
げ
る
（
７７
）
。
一
つ
目
は
、
全
体
的
な
語
句
の
加
除
で
、
歴
史
課
と
回
議
先

の
官
員
に
よ
り
な
さ
れ
た
。
二
つ
目
は
、
当
初
第
四
則
に
な
か
っ
た
簿
冊
書
式
の

追
加
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
第
六
則
を
「
編
輯
着
手
ノ
方
法
」
と
し
て
第
一
〜
四

条
と
し
て
い
た
の
を
、
修
正
後
で
は
削
除
し
他
の
規
則
な
ど
に
組
み
込
ん
だ
点
で

あ
る
。
修
正
前
後
で
、
第
六
則
の
第
一
条
と
第
四
条
は
新
た
に
第
七
則
に
、
第
二

条
の
紀
事
本
末
体
に
よ
る
質
実
な
文
体
へ
の
留
意
は
前
文
に
統
合
さ
れ
、
第
三
条

は
単
体
で
第
六
則
と
な
っ
た
た
め
、
修
正
前
の
第
七
則
は
第
八
則
に
ず
れ
た
。

以
上
の
修
正
を
経
た
伺
が
九
月
十
九
日
に
決
裁
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
八
月
三

十
日
の
地
誌
課
の
内
務
省
地
理
寮
へ
の
移
管
（
７８
）
が
指
摘
で
き
る
。
伺
へ
の
附
箋
（
７９
）
で
庶

務
課
は
、
地
理
寮
へ
の
照
会
が
済
み
次
第
上
申
す
る
べ
き
で
、
歴
史
編
纂
は
地
誌

編
纂
と
費
用
を
同
じ
く
す
る
こ
と
か
ら
も
、「
近
日
御
達
可
相
成
候
」「
地
誌
例
則

ト
同
時
一
併
御
達
相
成
候
方
可
然
哉
」
と
、
決
裁
の
延
期
を
異
見
し
て
い
た
。
伺

が
編
纂
費
用
に
関
し
て
、
歴
史
・
地
誌
編
纂
費
七
百
円
の
う
ち
で
別
々
に
帳
簿
を

大
蔵
省
に
提
出
す
る
と
定
め
た
の
も
、
会
計
上
は
正
院
歴
史
課
と
内
務
省
地
理
寮

で
区
分
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

加
え
て
、
三
月
か
ら
四
月
に
「
皇
国
地
誌
」
単
独
の
編
纂
費
用
を
認
め
た
際
に

26



回
議
先
の
課
・
省
が
、
伺
の
内
容
を
十
分
に
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
三
月
三
十
一
日
の
伺
（
８０
）
で
大
蔵
省
は
、「
皇
国
地
誌
」
と

「
日
本
地
誌
提
要
（
８１
）
」
を
区
別
で
き
て
お
ら
ず
、
更
に
地
誌
課
が
あ
え
て
歴
史
を
除

い
て
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
単
独
の
費
用
を
求
め
た
こ
と
も
認
識
し
て
い
な
か
っ
た

蓋
然
性
が
高
い
（
８２
）
。
地
誌
課
は
前
者
の
誤
り
の
み
指
摘
し
た
が
、
単
独
の
編
纂
費
用

を
求
め
る
意
図
か
ら
か
後
者
に
関
し
て
は
言
及
せ
ず
返
答
し
て
い
た
（
８３
）
。
歴
史
課
の

上
申
を
受
け
て
誤
解
に
気
付
い
た
財
務
課
は
、
明
治
六
年
の
伺
と
同
じ
く
「
皇
国

地
誌
」
と
「
府
県
史
」
の
編
纂
費
用
を
共
通
に
戻
し
た
の
で
あ
っ
た
。

地
誌
・
歴
史
編
纂
費
用
の
共
通
化
は
、
内
務
省
も
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

内
務
省
は
、
地
誌
編
纂
費
は
地
誌
課
を
合
併
し
た
内
務
省
が
内
務
省
通
常
国
費
金

と
し
て
受
け
取
る
の
が
筋
だ
と
述
べ
つ
つ
も
、
歴
史
・
地
誌
編
纂
費
は
分
割
が
難

し
く
、
台
湾
出
兵
の
た
め
費
用
節
約
が
求
め
ら
れ
る
事
情
か
ら
、
地
誌
・
歴
史
編

纂
費
の
統
合
を
認
め
る
趣
旨
を
上
申
し
十
月
十
三
日
に
決
裁
を
得
た
（
８４
）
。

こ
う
し
て
十
一
月
十
日
、
各
使
府
県
に
「
府
県
史
」
編
纂
を
命
じ
「
歴
史
編
輯

例
則
」
を
添
付
し
た
「
太
政
官
達
第
百
四
十
七
号
」
が
達
さ
れ
た
。
記
載
事
項
は

先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
（
８５
）
、
明
治
六
年
版
（
表
３
）
と
明
治
七
年
十
一

月
版
（
表
５
）
で
修
正
さ
れ
た
記
載
事
項
に
限
定
し
て
確
認
す
る
。

構
成
は
、
六
年
は
前
文
、
第
一
〜
六
則
、
末
文
、
七
年
は
前
文
、
第
一
〜
八
則

か
ら
な
り
、
対
応
関
係
は
表
５
に
示
し
た
。
変
更
の
一
点
目
は
期
間
の
修
正
で
あ

る
（
第
一
・
六
・
八
則
）。
編
纂
対
象
期
間
は
明
治
七
年
十
二
月
ま
で
、
編
纂
期

限
は
設
定
し
な
い
よ
う
変
更
し
た
。
明
治
六
年
の
伺
が
決
裁
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
直
接
の
理
由
と
す
る
が
、
前
述
の
七
年
三
月
の
大
蔵
省
伺
（
８６
）
と
そ
れ
を
受
け
た
地

誌
課
の
伺
も
影
響
し
た
と
い
え
る
。
二
点
目
は
、
記
載
事
項
の
追
加
で
、
六
年
に

お
い
て
「
其
広
袤
戸
口
以
下
詳
細
ハ
之
ヲ
地
誌
ニ
譲
ル
」
と
し
て
除
外
さ
れ
て
い

た
事
項
が
主
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
地
誌
課
が
内
務
省
地
理
寮
に
移
管
さ
れ
、

「
歴
史
編
輯
例
則
」
が
「
地
誌
編
輯
例
則
」
に
先
ん
じ
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
起

因
す
る
。
第
六
則
の
稿
本
の
往
復
・
修
正
（
８７
）
、
第
七
則
の
編
纂
担
当
者
名
の
提
出
は
、

六
年
六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
の
第
三
条
を
反
映
し
て
い
た
。

地
誌
課
の
進
め
る
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
が
編
纂
費
用
・
例
則
と
も
に
決
裁
さ
れ

先
を
越
さ
れ
て
い
た
歴
史
課
は
、「
府
県
史
」
編
纂
費
用
を
「
皇
国
地
誌
」
編
纂

費
用
と
共
用
と
す
る
こ
と
で
獲
得
し
、「
歴
史
編
輯
例
則
」
の
決
裁
を
受
け
、
結

果
と
し
て
「
皇
国
地
誌
」
に
先
立
っ
て
各
府
県
で
の
「
府
県
史
」
編
纂
を
開
始
し

表５ 明治７年１１月「歴史編輯例則」と６年版との変更箇所

６年との変更事項

ほぼ同じ。紀事本末体に従い文飾を避けるよう指示。

期間修正（編纂対象期間は明治７年１２月まで）。記載
事項具体化。

記載事項具体化（幕領・藩領等の沿革）、参考図書の
書目録上。

ほぼ同じ。

記載事項追加（任解進退の辞令全文の記録）、記載用
簿冊の書式を附載。

記載事項追加（面積、華士族卒平民社寺の戸数、租
税・給禄の総計、学校・城市・裁判所・鎮台の所在、
邏卒・番人の数、山陵・社寺・遺跡の所在）。

期間修正（編纂期限を設定せず）、編纂者と歴史課と
の稿本の往復・修正。

編纂担当者名の提出。

期間修正（明治８年以降）。

〔出典〕「太政官達第百四十七号」（内閣官報局編『法令全書』第七巻ノ
一、原書房復刻、１９７５年）３６３―３６６頁。

６年

前文

第二則

第四則

第三則

第五則

第一則

第六則、
末

なし

第六則

７年

前文

第一則

第二則

第三則

第四則

第五則

第六則

第七則

第八則
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た
（
８８
）
。
明
治
七
年
十
一
月
の
「
歴
史
編
輯
例
則
」
に
、
明
治
六
年
に
は
な
い
地
誌
課

の
管
轄
事
項
を
含
ん
だ
の
は
、
地
誌
課
が
内
務
省
地
理
寮
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
で

「
皇
国
地
誌
」
と
「
府
県
史
」
の
区
分
が
開
き
始
め
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
う
し
て

「
府
県
史
」
は
各
府
県
に
設
け
ら
れ
た
史
誌
編
纂
掛
な
ど
に
よ
り
編
纂
が
開
始
さ

れ
た
が
、
内
容
や
体
裁
に
関
し
各
府
県
と
歴
史
課
（
八
年
四
月
修
史
局
、
十
年
一

月
修
史
館
と
改
称
）
と
の
間
で
照
会
が
相
次
い
だ
。
結
果
、「
歴
史
編
輯
例
則
」

に
代
わ
っ
て
、
修
史
局
が
新
た
に
府
県
に
示
し
た
分
類
細
目
に
則
っ
て
、「
府
県

史
」
は
各
府
県
で
編
纂
が
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
は
太
政
官
正
院
歴
史
課
が
「
府
県
史
」
編
纂
計
画
を
開
始
し
た
経
緯
を
、

正
院
地
誌
課
の
進
め
る
「
皇
国
地
誌
」
と
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
明
治
六

年
六
月
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
伺
に
連
な
り
表
明
さ
れ
た
「
府
県
史
」
編
纂
構
想

は
、
八
月
に
「
府
県
史
」「
藩
史
」
の
伺
に
よ
り
計
画
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

太
政
官
制
潤
飾
後
の
正
院
財
務
課
の
「
財
政
の
論
理
」
と
、
そ
れ
を
受
け
た
参
議

兼
大
蔵
省
事
務
総
裁
の
大
隈
重
信
の
介
入
に
よ
り
「
皇
国
地
誌
」「
藩
史
」
と
並

ん
で
決
裁
は
阻
止
さ
れ
た
。
結
果
、「
府
県
史
」
編
纂
の
開
始
は
遅
れ
、
十
一
月

の
「
歴
史
課
事
務
章
程
」
で
は
「
近
日
建
議
ス
ル
モ
ノ
ニ
係
ル
」
と
位
置
付
け
ら

れ
た
。
ま
た
太
政
官
制
潤
飾
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
直
後
の
公
文
書
処
理
手
続
き
か

ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
歴
史
課
は
八
月
の
正
確
な
上
申
案
を
失
い
、
先
例

を
把
握
で
き
な
い
ば
か
り
か
後
年
の
「
府
県
史
」「
藩
史
」
の
起
源
に
関
す
る
歴

史
に
も
陥
穽
を
も
た
ら
し
た
。

明
治
七
年
の
「
皇
国
地
誌
」
編
纂
費
用
の
決
定
も
、
財
政
状
況
の
好
転
に
加
え

て
、
先
例
を
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
大
蔵
省
の
誤
解
に
起
因
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
歴
史
課
は
明
治
六
年
に
地
誌
課
と
連
名
で
上
申
し
た
経
緯
を
述
べ
て
誤
解
を

解
く
こ
と
で
「
府
県
史
」
編
纂
開
始
に
漕
ぎ
つ
け
た
。
ま
さ
し
く
「
歴
史
編
輯
例

則
」
が
説
く
「
事
理
ノ
顛
末
施
設
ノ
循
序
其
前
後
貫
通
理
会
（
８９
）
」
が
政
府
に
お
い
て

も
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
が
、「
府
県
史
」
編
纂
の
上
申
過
程
で
図
ら
ず
も
露
呈
し

た
の
で
あ
り
、
歴
史
課
は
そ
の
「
沿
革
」
を
示
す
こ
と
で
地
誌
・
歴
史
共
用
の
編

纂
費
用
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
「
府
県
史
」
の
編
纂
内
容
は
、「
皇
国
地
誌
」

の
編
纂
内
容
と
補
完
関
係
に
あ
っ
た
。「
皇
国
地
誌
」
が
最
小
の
地
域
単
位
で
あ

る
村
や
そ
の
上
位
の
郡
を
基
準
と
し
て
い
た
（
９０
）
の
に
対
し
、「
府
県
史
」
は
明
治
政

府
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
た
府
・
県
を
対
象
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。「
歴
史
編

輯
例
則
」
で
「
地
誌
ニ
譲
ル
（
９１
）
」
と
し
た
事
項
が
七
年
に
追
加
さ
れ
た
よ
う
に
、
地

誌
課
が
内
務
省
地
理
寮
に
移
管
さ
れ
「
府
県
史
」
編
纂
が
先
行
し
た
こ
と
で
、
編

纂
費
用
を
共
通
と
し
な
が
ら
も
「
府
県
史
」
と
「
皇
国
地
誌
」
の
区
分
が
明
確
化

し
た
。
同
時
代
の
地
方
を
把
握
す
る
た
め
の
二
つ
の
異
な
る
視
角
の
う
ち
、
府
県

を
対
象
と
す
る
歴
史
編
纂
が
村
を
単
位
と
す
る
地
誌
編
纂
に
先
駆
け
た
の
で
あ
っ

た
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
の
二
〇
一
五
年
度
演

習
「
明
治
期
社
会
経
済
史
演
習
」
で
の
報
告
を
も
と
と
す
る
。
ご
意
見
を
い
た
だ

い
た
参
加
者
各
位
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

註（
１
）

以
下
の
整
理
は
、
箱
石
大
「
戊
辰
戦
争
研
究
の
史
料
と
な
っ
た
「
復
古

記
」」、
松
沢
裕
作
「
明
治
政
府
の
同
時
代
史
編
纂
」（
箱
石
大
編
『
戊
辰
戦

争
の
史
料
学
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。
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（
２
）
「
太
政
官
沿
革
志
三
十
一

修
史
館
事
務
章
程
」（
日
本
史
籍
協
会
編
『
太

政
官
沿
革
志
』
九
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
一
四
七
―
一
五
三

頁
。「
歴
史
課
事
務
章
程
」
の
制
定
日
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
「
月
日
共
ニ

失
フ
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
太
政
官
沿
革
志
三
十
二

修
史
局
沿
革
」
の

「
十
一
月
（
失
日
）」（
同
右
、
二
三
〇
頁
）
と
の
記
述
に
従
い
明
治
六
年
十

一
月
と
み
な
す
。

（
３
）
「
太
政
官
達
第
百
四
十
七
号
」（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
第
七
巻
ノ

一
、
原
書
房
復
刻
、
一
九
七
五
年
）
三
六
三
―
三
六
六
頁
。

（
４
）

前
掲
「
歴
史
課
事
務
章
程
」（「
太
政
官
沿
革
志
三
十
一

修
史
館
事
務
章

程
」）。

（
５
）

山
口
静
子
「「
郡
村
誌
」
と
「
大
日
本
国
誌
」
―
明
治
政
府
の
地
誌
編
纂

事
業
―
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
第
一
二
号
、
一
九
七
七
年
）、
藤

田
正
「
明
治
前
期
の
地
誌
編
纂
事
業
―
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
地
誌
史
料

を
手
掛
り
に
し
て
―
」（『
明
治
維
新
史
学
会
報
』
第
四
二
号
、
二
〇
〇
三

年
）。

（
６
）

太
田
富
康
「「
府
県
史
料
」
の
性
格
・
構
成
と
そ
の
編
纂
作
業
」（『
近
代

地
方
行
政
体
の
記
録
と
情
報
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
は
一
九
九

八
年
）
が
各
地
の
論
文
を
紹
介
し
た
う
え
で
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
７
）

福
井
保
「「
府
県
史
料
」
解
題
」（『
内
閣
文
庫
書
誌
の
研
究
』
青
裳
堂
書

店
、
一
九
八
〇
年
）
五
〇
三
―
五
〇
八
頁
。『
内
閣
文
庫
所
蔵
府
県
史
料

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版

解
説
・
細
目
』（
雄
松
堂
フ
ィ
ル
ム
出
版
、
一
九

六
二
年
）
お
よ
び
福
井
保
「「
府
県
史
料
」
の
解
題
と
内
容
細
目
」（『
北
の

丸
』
第
二
号
、
一
九
七
四
年
）
の
改
稿
で
あ
る
。
細
谷
新
治
『
明
治
前
期
日

本
経
済
統
計
解
題
書
誌

富
国
強
兵
篇
（
上
の
二
）』（
一
橋
大
学
経
済
研
究

所
日
本
経
済
統
計
文
献
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
一
九
四
―
一
九
九
頁
も

同
様
の
理
解
で
あ
る
。

（
８
）

前
掲
太
田
「「
府
県
史
料
」
の
性
格
・
構
成
と
そ
の
編
纂
作
業
」。

（
９
）

島
津
俊
之
「
明
治
政
府
の
地
誌
編
纂
事
業
と
国
民
国
家
形
成
」（『
地
理
学

評
論
』
七
五
―
二
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
１０
）

こ
の
ほ
か
、
地
誌
課
長
の
塚
本
明
毅
の
評
伝
で
あ
る
塚
本
学
『
塚
本
明

毅
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
も
論
じ
て
い
る
。

（
１１
）
「
内
史
官
事
務
章
程
」（
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
第
十
巻
、
官

職
門
一
、
内
閣
記
録
局
、
一
八
九
一
年
）
一
七
一
頁
。

（
１２
）

前
掲
松
沢
「
明
治
政
府
の
同
時
代
史
編
纂
」
一
七
五
・
一
七
六
頁
。

（
１３
）

前
掲
島
津
「
明
治
政
府
の
地
誌
編
纂
事
業
と
国
民
国
家
形
成
」
九
二
頁
。

（
１４
）
「
全
国
地
誌
編
集
例
則
ノ
儀
伺
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
文
録
」
明
治

八
年
・
第
一
二
五
巻
・
明
治
八
年
六
月
・
内
務
省
伺
一
）。

（
１５
）
「
明
治
六
年
二
十
二
号
上
申
書
写
」（「
史
料
編
纂
始
末
一
」、
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
所
蔵
、
請
求
記
号
〇
一
七
〇
―
九
）。

（
１６
）

前
掲
島
津
「
明
治
政
府
の
地
誌
編
纂
事
業
と
国
民
国
家
形
成
」
九
五
頁
で

紹
介
さ
れ
る
史
料
だ
が
、「
府
県
史
」
編
纂
構
想
の
初
出
と
の
意
義
は
指
摘

し
て
い
な
い
。

（
１７
）

柏
原
宏
紀
「
太
政
官
制
潤
飾
の
実
相
」（『
日
本
歴
史
』
第
七
五
〇
号
、
二

〇
一
〇
年
）
五
九
―
六
一
頁
。

（
１８
）

関
口
榮
一
「
明
治
初
期
財
政
に
お
け
る
中
央
と
地
方
―
府
県
常
備
金
制
度

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
法
学
』
第
五
一
巻
第
六
号
、
一
九
八
八
年
）
八
三
―
九

〇
頁
。

（
１９
）

表
紙
な
ど
の
情
報
か
ら
、
昭
和
三
年
頃
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編

纂
掛
が
史
料
編
纂
掛
の
六
十
年
史
編
纂
の
た
め
作
成
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

史
料
編
纂
掛
の
編
纂
担
当
者
に
よ
る
後
年
の
写
し
と
、
各
時
代
の
歴
史
編
纂
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担
当
部
局
の
原
史
料
か
ら
な
る
。
全
二
十
三
冊
の
う
ち
本
稿
に
関
係
す
る
の

は
、
一
修
史
局
以
前
（
自
明
治
二
年
四
月
至
同
六
年
十
二
月
）、
二
修
史
局

以
前
（
自
明
治
七
年
一
月
至
同
八
年
三
月
）、
三
修
史
局
時
代
（
明
治
八
年

四
月
至
同
年
十
二
月
）
の
三
冊
で
あ
る
。
な
お
、「
史
料
編
纂
始
末
」
は
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
請
求
記
号H

dup.M

―

五
〇
）
お
よ
び
公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
画
像
を
閲
覧
で
き
る
が
、
モ
ノ
ク

ロ
で
朱
筆
の
判
別
が
困
難
な
た
め
原
本
（
請
求
記
号
〇
一
七
〇
―
九
）
を
確

認
し
た
。

（
２０
）
「
請
裁
録
」
は
「
史
料
編
纂
始
末
」
一
・
二
に
収
録
さ
れ
る
明
治
六
・
七

年
分
が
「
請
裁
録

甲
」、「
史
料
編
纂
始
末
」
二
・
三
に
収
録
さ
れ
る
明
治

八
年
分
が
「
請
裁
録

乙
」
に
区
分
さ
れ
る
。
ま
た
本
稿
で
は
利
用
し
て
い

な
い
が
、「
史
料
編
纂
始
末
」
の
原
史
料
に
は
少
量
な
が
ら
「
地
誌
課
記

録
」
と
い
う
地
誌
課
系
統
の
文
書
も
含
ま
れ
る
。
内
務
省
十
三
行
罫
紙
に
書

か
れ
て
お
り
明
治
八
年
以
降
に
地
誌
課
が
写
し
た
文
書
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
２１
）

前
掲
「
内
史
官
事
務
章
程
」
一
七
一
頁
。

（
２２
）
「
公
文
録
」
明
治
六
年
・
第
三
巻
・
明
治
六
年
五
月
・
各
課
伺
。「
議
案
上

申
下
達
ノ
順
序
」
に
よ
る
文
書
処
理
の
詳
細
は
、
西
川
誠
「
左
院
に
お
け
る

公
文
書
処
理
」（『
日
本
歴
史
』
第
五
二
八
号
、
一
九
九
二
年
）
六
九
―
七
一

頁
、
藤
田
正
「
明
治
六
年
の
太
政
官
制
潤
飾
と
内
史
官
」（
大
濱
徹
也
編

『
国
民
国
家
の
構
図
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）
一
〇
四
・
一
〇
五
頁

を
参
照
。

（
２３
）

各
省
上
申
文
書
の
番
号
に
関
し
て
、
中
央
罫
線
内
の
番
号
が
省
毎
の
受
付

番
号
、
右
欄
外
の
番
号
が
各
課
の
受
付
番
号
に
あ
た
る
と
の
指
摘
が
あ
る

（
前
掲
西
川
「
左
院
に
お
け
る
公
文
書
処
理
」
七
〇
頁
）。
正
院
内
史
に
属
す

る
歴
史
課
の
上
申
文
書
の
場
合
、
歴
史
課
は
右
欄
外
の
番
号
を
付
け
内
史
本

課
に
提
出
後
、
決
裁
を
経
て
戻
り
「
請
裁
録
」
に
写
す
①
に
は
中
央
罫
線
内

に
同
一
の
番
号
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
決
裁
さ
れ
ず
戻
っ
た
②
、
お
よ

び
後
述
の
「
第
三
十
一
号
」「
第
三
十
二
号
」
は
右
欄
外
の
番
号
の
み
確
認

で
き
る
。

（
２４
）

上
申
日
は
五
月
七
日
。「
太
政
官
布
達
第
百
五
十
一
号
」
と
し
て
明
治
六

年
五
月
八
日
に
達
さ
れ
た
（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
第
六
巻
ノ
一
、

原
書
房
復
刻
、
一
九
七
四
年
）
二
〇
〇
頁
。

（
２５
）
「
史
料
編
纂
始
末
」
編
纂
時
に
整
理
用
に
付
さ
れ
た
頭
注
も
欄
外
に
混
在

す
る
た
め
、
区
別
を
要
す
る
。

（
２６
）
「
明
治
六
年
二
十
二
号
上
申
書
写
」
と
地
誌
課
の
上
申
番
号
を
持
ち
、
③

に
相
当
す
る
。
な
お
、
こ
の
伺
以
降
の
歴
史
・
地
誌
関
係
の
伺
は
例
外
的
に

日
付
順
に
収
録
さ
れ
ず
、「
請
裁
録

甲
」
の
末
尾
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た

蓋
然
性
が
高
い
。

（
２７
）

早
稲
田
大
学
所
蔵
「
大
隈
文
書
」
請
求
記
号
イ
一
四
Ａ
四
二
〇
五
。

（
２８
）

一
丁
目
表
の
左
上
に
「
地
誌

二
十

無
号
」
と
朱
筆
で
表
記
さ
れ
て
い

る
が
、
二
十
二
号
伺
の
修
正
の
た
め
無
号
と
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２９
）

五
月
七
日
の
第
一
号
か
ら
十
一
月
十
日
の
第
四
十
九
号
ま
で
、
こ
の
二
件

と
第
十
四
・
十
五
号
を
除
き
全
件
確
認
で
き
る
。
な
お
明
治
七
年
以
降
は
一

般
の
法
令
同
様
に
年
毎
に
号
数
が
一
か
ら
に
改
め
ら
れ
る
。

（
３０
）
「
日
記

第
一
号
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
修
史
局
・
修
史
館
史

料
―
〇
五
―
〇
〇
一
）。「
明
治
六
年
従
五
月
至
九
月

歴
史
課
」
と
表
紙
に

記
載
さ
れ
、
各
月
の
冊
子
を
合
綴
す
る
。
修
史
局
・
修
史
館
史
料
に
も
、
一

部
な
が
ら
歴
史
課
時
代
の
史
料
が
含
ま
れ
る
。

（
３１
）

前
掲
「
内
史
官
事
務
章
程
」
一
七
一
頁
。

（
３２
）

前
掲
「
日
記

第
一
号
」。
当
時
歴
史
課
に
は
八
等
出
仕
に
広
瀬
孝
と
広
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瀬
進
一
の
二
名
が
在
籍
し
て
お
り
、
歴
史
課
内
で
い
ず
れ
か
の
広
瀬
の
手
を

経
て
長
松
幹
課
長
が
対
応
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二
〇
〇
一

年
）
三
六
三
頁
。

（
３３
）

一
例
を
挙
げ
る
。「
史
料
編
纂
始
末

一
」
の
「
請
裁
録

甲
」
に
収
録

さ
れ
、
本
件
の
前
に
上
申
さ
れ
た
七
月
三
十
一
日
「
第
三
十
号
」
は
、
一
度

目
の
回
議
に
庶
務
課
・
財
務
課
が
異
見
を
述
べ
、
議
案
を
改
め
た
二
度
目
の

回
議
で
決
裁
さ
れ
た
。
二
度
目
の
議
案
が
先
の
整
理
の
①
、
一
度
目
の
回
議

が
②
と
し
て
残
さ
れ
る
が
、
後
者
に
は
庶
務
課
・
財
務
課
の
異
見
の
附
箋
に

加
え
、
庶
務
課
長
の
捺
印
欄
に
「
当
課
議
貼
紙
致
置
候
」、
財
務
課
長
の
捺

印
欄
に
「
同
上
」
と
の
附
箋
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
３４
）

通
常
は
参
議
全
員
の
検
印
を
必
要
と
す
る
が
、「
瑣
末
ノ
件
」
は
四
人
以

上
の
検
印
で
太
政
大
臣
に
提
出
で
き
た
。
ま
た
欠
席
し
た
参
議
宅
に
議
案
を

送
付
す
る
よ
う
定
め
て
い
た
。
前
掲
「
議
案
上
申
下
達
ノ
順
序
」。

（
３５
）

明
治
六
年
八
月
時
点
で
の
参
議
は
、
西
郷
隆
盛
、
後
藤
象
二
郎
、
板
垣
退

助
、
江
藤
新
平
、
大
隈
重
信
、
大
木
喬
任
。
印
の
か
す
れ
に
よ
り
判
別
で
き

な
い
が
、
江
藤
新
平
も
し
く
は
後
藤
象
二
郎
が
捺
印
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

な
お
「
内
史
日
録
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
本
館
二
Ａ
―
三
一

―
六
、
誌
七
二
一
）
で
参
議
の
出
席
者
を
確
認
す
る
と
、
八
月
二
八
日
は
大

木
・
江
藤
、
二
九
日
は
大
隈
・
後
藤
・
江
藤
、
三
〇
日
は
後
藤
・
江
藤
、
三

一
日
は
大
隈
・
大
木
・
江
藤
の
み
が
出
席
し
て
い
る
。

（
３６
）

前
掲
柏
原
「
太
政
官
制
潤
飾
の
実
相
」
六
一
―
六
五
頁
。

（
３７
）

小
幡
圭
祐
「
明
治
初
年
「
大
大
蔵
省
」
の
政
策
立
案
・
意
思
決
定
過
程
」

（『
史
学
雑
誌
』
一
二
三
―
一
二
、
二
〇
一
四
年
）
二
三
―
二
七
頁
。

（
３８
）

前
掲
西
川
「
左
院
に
お
け
る
公
文
書
処
理
」
七
一
頁
、
前
掲
藤
田
「
明
治

六
年
の
太
政
官
制
潤
飾
と
内
史
官
」
一
二
五
頁
注
五
二
。

（
３９
）

前
掲
小
幡
「
明
治
初
年
「
大
大
蔵
省
」
の
政
策
立
案
・
意
思
決
定
過
程
」

二
一
頁
。

（
４０
）

柏
原
宏
紀
「
大
隈
重
信
の
政
治
的
危
機
と
財
政
を
め
ぐ
る
競
合
―
明
治
六

年
か
ら
八
年
を
中
心
に
―
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
四
―
六
、
二
〇
一
五
年
）。

（
４１
）

前
掲
柏
原
「
太
政
官
制
潤
飾
の
実
相
」
六
二
頁
で
、
捺
印
段
階
で
参
議
の

大
隈
が
介
入
し
指
令
を
変
更
し
た
例
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
大
隈
が
手
許
に

止
め
決
裁
さ
れ
な
か
っ
た
本
件
は
更
に
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
介
入
と
い
え
る
。

（
４２
）

前
掲
「
史
料
編
纂
始
末

一
」。

（
４３
）

前
掲
「
明
治
六
年
二
十
二
号
上
申
書
写
」（「
史
料
編
纂
始
末

一
」）。

（
４４
）

前
掲
「
地
誌
・
歴
史
・
藩
史
編
集
ニ
関
ス
ル
編
集
条
例
並
達
案
」。

（
４５
）

六
月
二
十
九
日
伺
と
「
地
誌
課
無
号
」
と
で
、
兼
而：

兼
テ
、
追
而：

追

テ
、
候
ヘ
ハ：

候
得
ハ
、
等
の
数
か
所
が
確
認
で
き
る
。

（
４６
）

六
月
二
十
九
日
の
地
誌
課
第
二
十
二
号
伺
は
「
再
考
」、
八
月
三
日
の

「
地
誌
課
無
号
」
は
「
再
三
熟
考
」
と
微
修
正
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
地
誌

二
十

無
号
」
と
さ
れ
た
の
も
、
微
修
正
ゆ
え
新
た
に
番
号
を
振
ら
な

か
っ
た
と
考
え
れ
ば
矛
盾
し
な
い
。

（
４７
）

前
掲
「
地
誌
・
歴
史
・
藩
史
編
集
ニ
関
ス
ル
編
集
条
例
並
達
案
」。

（
４８
）

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
修
史
局
・
修
史
館
史
料
―
〇
三
―
一
七
二
。

（
４９
）

前
掲
「
太
政
官
沿
革
志
三
十
一

修
史
館
事
務
章
程
」
一
四
七
―
一
五
三

頁
。

（
５０
）
「
太
政
官
達
第
百
十
八
号
」（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
第
九
巻
ノ
一
、

原
書
房
復
刻
、
一
九
七
五
年
）
三
九
六
頁
。

（
５１
）

前
掲
福
井
「「
府
県
史
料
」
解
題
」
五
三
一
・
五
三
二
頁
。

（
５２
）
「
藩
史
編
輯
ニ
付
記
録
類
差
出
方
御
達
按
伺
」（「
公
文
録
」
明
治
九
年
・
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第
十
二
巻
・
明
治
九
年
十
二
月
・
寮
局
（
一
）（
本
局
〜
賞
勲
局
））。
こ
の

文
書
は
、「
藩
史
編
輯
」
と
し
て
「
太
政
類
典
」（
第
二
編
・
第
四
十
三
巻
・

官
規
十
七
・
図
籍
一
）
に
、
ま
た
「
太
政
官
沿
革
志
三
十
二

修
史
局
沿

革
」（
日
本
史
籍
協
会
編
『
太
政
官
沿
革
志
』
九
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
七
年
）
二
九
八
―
三
〇
六
頁
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
５３
）

以
下
、
前
掲
「
地
誌
・
歴
史
・
藩
史
編
集
ニ
関
ス
ル
編
集
条
例
並
達
案
」。

（
５４
）

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
修
史
局
・
修
史
館
史
料
―
〇
三
―
一
六
九
。

（
５５
）

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
修
史
局
・
修
史
館
史
料
―
〇
三
―
一
七
三
。

（
５６
）

第
二
常
備
金
は
堤
防
・
橋
梁
の
営
繕
な
ど
臨
時
経
費
に
充
て
ら
れ
る
金
額

の
た
め
、
第
二
常
備
金
か
ら
第
一
常
備
金
へ
の
修
正
は
当
然
必
要
で
あ
っ
た
。

前
掲
関
口
「
明
治
初
期
財
政
に
お
け
る
中
央
と
地
方
―
府
県
常
備
金
制
度
を

め
ぐ
っ
て
―
」。

（
５７
）

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
修
史
局
・
修
史
館
史
料
―
〇
三
―
一
七
二
。

（
５８
）

前
掲
「
日
記

第
一
号
」。

（
５９
）

同
右
。

（
６０
）

注
五
十
二
。

（
６１
）

前
掲
「
太
政
官
沿
革
志
三
十
一

修
史
館
事
務
章
程
」
一
四
七
―
一
五
三

頁
。

（
６２
）

本
項
で
取
り
上
げ
た
伺
は
、
前
掲
島
津
「
明
治
政
府
の
地
誌
編
纂
事
業
と

国
民
国
家
形
成
」
で
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
６３
）
「
地
誌
編
輯
入
費
ノ
儀
ニ
付
伺
」（「
公
文
録
」
明
治
七
年
・
第
三
巻
・
明

治
七
年
三
月
・
各
課
局
伺
（
内
史
本
課
〜
印
書
局
））。

（
６４
）
「
地
誌
編
集
入
費
ノ
儀
再
伺
」（「
公
文
録
」
明
治
七
年
・
第
一
〇
八
巻
・

明
治
七
年
五
月
・
大
蔵
省
伺
（
二
））。

（
６５
）

同
右
。

（
６６
）

同
右
。

（
６７
）
「
太
政
官
達
第
五
十
六
号
」（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
第
七
巻
ノ
一
、

原
書
房
復
刻
、
一
九
七
五
年
）
二
九
二
頁
。

（
６８
）

前
掲
柏
原
「
大
隈
重
信
の
政
治
的
危
機
と
財
政
を
め
ぐ
る
競
合
」
五
四
頁
。

（
６９
）

前
掲
「（
藩
史
編
纂
費
用
に
つ
き
意
見
書
）」。

（
７０
）

前
掲
柏
原
「
大
隈
重
信
の
政
治
的
危
機
と
財
政
を
め
ぐ
る
競
合
」
五
四
頁
。

（
７１
）

神
山
恒
雄
「
井
上
財
政
か
ら
大
隈
財
政
へ
の
転
換
」（
高
村
直
助
編
『
明

治
前
期
の
日
本
経
済
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
九
頁
。

（
７２
）

前
掲
「
地
誌
・
歴
史
・
藩
史
編
集
ニ
関
ス
ル
編
集
条
例
並
達
案
」。

（
７３
）

前
掲
「
全
国
地
誌
編
集
例
則
ノ
儀
伺
」。

（
７４
）

前
掲
「
史
料
編
纂
始
末

二
」。

（
７５
）

同
右
。

（
７６
）
「
皇
国
地
誌
歴
史
編
輯
費
ノ
儀
伺
」（「
公
文
録
」
明
治
七
年
・
第
八
十
二

巻
・
明
治
七
年
十
一
月
・
内
務
省
伺
（
四
））。

（
７７
）
「
請
裁
録

甲
」
に
は
修
正
後
の
版
し
か
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
公
文

録
」
か
ら
修
正
前
後
を
比
較
で
き
る
。

（
７８
）

地
理
頭
・
内
務
大
丞
の
杉
浦
譲
が
、
地
理
寮
に
関
連
業
務
全
般
を
取
り
込

む
た
め
地
誌
課
の
合
併
に
関
与
し
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
島
津
「
明
治
政
府
の

地
誌
編
纂
事
業
と
国
民
国
家
形
成
」
九
〇
頁
。

（
７９
）
「
請
裁
録

甲
」
に
し
か
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（
８０
）

前
掲
「
地
誌
編
輯
入
費
ノ
儀
ニ
付
伺
」。

（
８１
）

明
治
六
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
出
品
す
る
た
め
地
誌
課
が
編
纂
し

た
官
撰
の
地
誌
で
、
稿
本
を
各
府
県
に
訂
正
さ
せ
た
後
、『
日
本
地
誌
提

要
』
と
し
て
刊
行
し
た
。
前
掲
島
津
「
明
治
政
府
の
地
誌
編
纂
事
業
と
国
民

国
家
形
成
」
九
二
・
九
三
頁
。
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（
８２
）

前
掲
「
地
誌
編
輯
入
費
ノ
儀
ニ
付
伺
」
で
「
地
誌
旧
記
」
と
並
列
さ
せ
て

い
る
。

（
８３
）

前
掲
「
地
誌
編
集
入
費
ノ
儀
再
伺
」。

（
８４
）

前
掲
「
皇
国
地
誌
歴
史
編
輯
費
ノ
儀
伺
」。

（
８５
）

前
掲
福
井
「「
府
県
史
料
」
解
題
」
五
〇
八
頁
。
前
掲
太
田
「「
府
県
史

料
」
の
性
格
・
構
成
と
そ
の
編
纂
作
業
」
三
九
―
四
二
頁
。

（
８６
）

前
掲
「
地
誌
編
集
入
費
ノ
儀
再
伺
」。

（
８７
）

稿
本
の
体
裁
の
可
否
を
請
う
こ
と
自
体
は
、
明
治
六
年
八
月
の
「
第
三
十

一
号
」
伺
の
貼
紙
修
正
で
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
が
、
往
復
・
修
正
に
は
直

接
言
及
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
地
誌
課
第
二
十
二
号
の
要
素
を
取
り
入
れ
て

い
る
。

（
８８
）

な
お
、
内
務
省
地
理
寮
に
移
管
さ
れ
た
地
誌
課
が
、「
皇
国
地
誌
編
輯
例

則
」
を
公
布
し
府
県
に
地
誌
編
纂
を
命
じ
る
の
は
、「
歴
史
編
輯
例
則
」
に

遅
れ
た
明
治
八
年
六
月
だ
っ
た
（
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
第
八
巻
ノ

一
、
原
書
房
復
刻
、
一
九
七
五
年
、
六
二
二
―
六
三
三
頁
）。

（
８９
）

前
掲
「
地
誌
・
歴
史
・
藩
史
編
集
ニ
関
ス
ル
編
集
条
例
並
達
案
」。

（
９０
）

前
掲
島
津
「
明
治
政
府
の
地
誌
編
纂
事
業
と
国
民
国
家
形
成
」。

（
９１
）

前
掲
「
地
誌
・
歴
史
・
藩
史
編
集
ニ
関
ス
ル
編
集
条
例
並
達
案
」。
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